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第1章 本調査研究の概要

1-1 調査研究の背景・目的

法制審議会民法（債権関係）部会においては、平成23年5月に「民法（債権関係）改

正の中間的な論点整理（以下、中間的な論点整理）」が公表され、パブリックコメント

が平成23年6月1日から8月1日の期間で実施されることが予定されている。中間的な論

点整理の中には、契約関係や瑕疵担保責任をはじめとして宅地建物取引業法や不動産取

引の慣行などに大きな影響をもたらす可能性のある事項も含まれている。

そこで、本調査研究においては、民法改正に係る有識者からご指導をいただきながら、

全宅連政策推進委員会を２回開催し、民法改正による不動産取引への影響の論点を整理

した上で、民法（債権関係）改正の中間整理案に対して全宅連としてのパブリックコメ

ント案を作成し、パブリックコメントの提出に向けた準備を整えることを目的とする。

1-2 業務内容

(1) 民法改正による不動産取引への影響に関する論点の検討・整理

現在審議が行われている民法（債権関係）の改正に関する文献等に基づいて、民法

改正に係る有識者のご指導をいただきながら、民法改正による不動産取引への影響に

関する論点（試案）を作成した。そして、全宅連政策推進委員会において民法改正に

よる不動産取引への影響に関する論点（試案）について質疑・議論等を行い、不動産

取引の実務・事例に即した具体的な論点を検討・整理を行った。

(2) パブリックコメントたたき台（案）の検討

（１）での議論および論点整理を踏まえ、民法改正に係る有識者のご指導をいただ

きながら、全宅連政策推進委員会において議論を行い、パブリックコメントのたたき

台（案）の作成を行った。
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第2章 民法（債権関係）改正に向けた動き

法制審議会民法（債権関係）部会では、平成21年11月から、1年半程度の調査審議を

経て中間的な論点整理を行うことを目標に、平成23年4月時点までに計26回の会議が開催さ

れてきた。法制審議会民法（債権関係）部会では、以下の「個別的な検討課題の検討順序

について」に基づき、基本的に民法第3編債権の前の方から、おおむね現行規定の配列に従

って、中間的な論点整理に向けた検討が行われている。

表 2-1 個別的な検討課題の検討順序について

（１）第３編第１章第２節第１款

第３編第２章第１節第３款・第２款の一部

債務不履行の責任等 契約の解除 危険負担

※（１）は，前半/後半の２回に分けて審議してはどうか。

（２）第３編第１章第２節第２款

債権者代位権及び詐害行為取消権

（３）第３編第１章第３節

多数当事者の債権及び債務

（４）第３編第１章第４節

債権の譲渡

（５）第３編第１章第５節

債権の消滅

（６）第３編第２章第１節第１款

契約の成立

（７）第１編第５章第１節・第２節

法律行為総則 意思表示

（８）第１編第５章第３節から第５節まで

代理 無効及び取消し 条件及び期限

（９）第１編第６章・第７章第１節及び第３節

期間の計算 時効（消滅時効）

（10）第３編第２章第２節から第４節まで

贈与 売買 交換

（11）第３編第２章第５節から第７節まで

消費貸借 使用貸借 賃貸借

（12）第３編第２章第８節から第11 節まで

雇用 請負 委任 寄託

（13）第３編第２章第12 節から第14 節まで

組合 終身定期金 和解 新種の契約

（14）その他の個別的課題（第３編第１章第１節など）

債権の目的 第三者のためにする契約 残された個別的課題

（15）全般的な検討課題

出典：第 2 回法制審議会民法（債権関係）部会 民法（債権関係）部会資料４、別紙１を基に作成
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表 2-2 （参考）民法の目次（抄）

第一編 総則

第一章 通則

第二章 人

第三章 法人

第四章 物

第五章 法律行為

第一節 総則

第二節 意思表示

第三節 代理

第四節 無効及び取消し

第五節 条件及び期限

第六章 期間の計算

第七章 時効

第一節 総則

第二節 取得時効

第三節 消滅時効

第二編 物権

第三編 債権

第一章 総則

第一節 債権の目的

第二節 債権の効力

第一款 債務不履行の責任

等

第二款 債権者代位権及び

詐害行為取消権

第三節 多数当事者の債権及

び債務

第一款 総則

第二款 不可分債権及び不

可分債務

第三款 連帯債務

第四款 保証債務

第四節 債権の譲渡

第五節 債権の消滅

第一款 弁済

第二款 相殺

第三款 更改

第四款 免除

第五款 混同

第二章 契約

第一節 総則

第一款 契約の成立

第二款 契約の効力

第三款 契約の解除

第二節 贈与

第三節 売買

第四節 交換

第五節 消費貸借

第六節 使用貸借

第七節 賃貸借

第八節 雇用

第九節 請負

第十節 委任

第十一節 寄託

第十二節 組合

第十三節 終身定期金

第十四節 和解

第三章 事務管理

第四章 不当利得

第五章 不法行為

第四編 親族

第五編 相続

出典：第 2 回法制審議会民法（債権関係）部会 民法（債権関係）部会資料４を基に作成

現状においては、法制審議会民法（債権関係）部会から、以下の中間的な論点整理が示

されており、当該整理に関するパブリックコメントが平成23年6月1日から8月1日にかけて

実施される予定である。

表 2-3 中間的な論点整理の目次

１ 履行請求権等

２ 債務不履行による損害賠償

３ 契約の解除

４ 危険負担

５ 受領遅滞

６ その他の新規規定

７ 債権者代位権

８ 詐害行為取消権

９ 多数当事者の債権及び債務（保証債務

を除く。）

１０ 保証債務

１１ 債権譲渡

１２ 証券的債権に関する規定

１３ 債務引受

１４ 契約上の地位の移転（譲渡）

１５ 弁済

１６ 相殺

１７ 更改

１８ 免除及び混同

１９ 新たな債務消滅原因に関する法的概念（決

済手法の高度化・複雑化への民法上の対応）

２０ 契約に関する基本原則等

２１ 契約交渉段階

２２ 申込みと承諾

２３ 懸賞広告

２４ 約款（定義及び組入要件）

２５ 法律行為に関する通則

２６ 意思能力

２７ 意思表示

２８ 不当条項規制

２９ 無効及び取消し

３０ 代理

３１ 条件及び期限

３２ 期間の計算

３３ 消滅時効

３４ 契約各則－共通論点
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３５ 売買－総則

３６ 売買－売買の効力（担保責任）

３７ 売買－売買の効力（担保責任以外）

３８ 売買－買戻し，特殊の売買

３９ 交換

４０ 贈与

４１ 消費貸借

４２ 賃貸借

４３ 使用貸借

４４ 役務提供型の典型契約（雇用，請負，

委任，寄託）総論

４５ 請負

４６ 委任

４７ 準委任に代わる役務提供型契約の受

皿規定

４８ 雇用

４９ 寄託

５０ 組合

５１ 終身定期金

５２ 和解

５３ 新種の契約

５４ 債権の目的

５５ 事情変更の原則

５６ 不安の抗弁権

５７ 賠償額の予定（民法第４２０条，第４２１

条）

５８ 契約の解釈

５９ 第三者のためにする契約

６０ 継続的契約

６１ 法定債権に関する規定に与える影響

６２ 消費者・事業者に関する規定

６３ 規定の配置

出典：法務省ホームページ「法制審議会民法（債権関係）部会第２６回会議（平成２３年４月１２日開催）

議事概要」を基に作成 http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900073.html
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第3章 民法（債権法）改正による不動産取引への影響に関する論点（試案）

3-1 検討方法

民法改正による不動産取引への影響に関する論点については、1)現行法、2)債権法改

正の基本方針、3)不動産取引において想定される問題点の３つの枠組みで整理を行った。

論点の抽出にあたっては、「民法（債権法）改正の動向と不動産取引への影響」（松尾

弘 全宅連不動産取引に関する研究会参考資料、2011）、「不動産取引における瑕疵担

保責任と説明義務――売主、賃貸人および仲介業者の責任」（渡辺晋 布施明正 大成

出版社、2010）の内容を整理すると共に、新聞雑誌等の記事の検索を行った。また、『債

権法の新時代――「債権法改正の基本方針」の概要』（内田貴 商事法務、2009）によ

り、論点となる改正の内容を確認した。

3-2 民法（債権法）改正による不動産取引への影響に関する論点（試案）

3-2-1 契約の成立

3-2-1-1 契約に関する基本原則等

(1) 契約の成立時点の多様化

1) 現行法

現行法では、契約の成立は申込、承諾による諾成主義を中心に規律を設けられてお

り、また予約については、予約完結権者1の意思表示により、予め定めた内容で契約

が成立するとしている。

しかしながら、どの時点で契約が成立したかをめぐり、実際上は多くの紛争が生じ

ている。

2) 債権法改正の基本方針

改正法では、契約の成立については、原則として合意により契約が成立するものと

するが、当事者の意思により、契約を成立させる合意が別途必要とされる場合、後日

契約書を作成した時点で正式に契約を成立させるなど、契約を成立させる合意がされ

たときに成立するとの規定を新設する方向で検討されている。また、予約に至ってい

ない時点で、信義則上の義務も発生するものとしている。

次に、予約については現状を維持する方向で検討することとされているが、当事者

が予約完結の意思表示により契約を成立させる債務が発生する旨の合意をあえてす

1 将来契約を締結することを当事者が合意することができるが、その場合、当事者の一方が意思表示を行

うことで、もう一方の意思に関わらず契約が成立するという形態をとることが多い。この意思表示を行

い契約を成立させる権利を「予約完結権」という。
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ることは排除されないとしている。

どの時点で契約が成立したかについては、やはり当事者間の合意の解釈の問題が残

存するため、引き続き検討されている。

3) 想定される問題点

想定される問題点はない。

3-2-1-2 契約交渉段階

(1) 交渉破棄に伴う責任の有無の明文化

1) 現行法

原則として、交渉を破棄しても法的な責任生じることは明文的に規定されていない。

しかしながら判例から、具体の事案に即し、契約の締結に向けての準備がなされたか、

契約内容について当事者双方の考えが取りまとめられたかどうか、契約締結の日が定

められたかどうかなどにより、判断事案によっては損害賠償責任が生じることもある。

2) 債権法改正の基本方針

改正法では、原則として当事者は、契約の交渉を破棄したということのみを理由と

しては、責任を問われないと明記する方向で検討することとしつつ、一定の場合には

損害賠償責任が生じうることを規定するための規定として、「前項の規定にもかかわ

らず、当事者は、信義誠実の原則に反して、契約締結の見込みがないにもかかわらず

交渉を継続し、または契約の締結を拒絶したときは、相手方が契約の成立を信頼した

ことによって被った損害を賠償する責任を負う」ことを明文化する方向で検討されて

いる。

3) 想定される問題点

基本的に、判例の内容を条文に取り込んだ形であるが、「契約締結の見込みがない

にもかかわらず交渉を継続」することの範囲が不明確である。特に、仲介業において

は、当初売主・買主の条件が合致していない場合でも、条件をすりあわせつつ、交渉

を継続していくものであり、このような場合に、最終的に契約が締結できなかったと

しても、損害賠償責任を負うことにはならないことを確認する必要がある。

また、契約交渉の不当な破棄の判断は、消費者・事業者等当事者の地位によっても

異なるものであり、一律に要件を決めるのは難しいと考えられる。
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(2) 仲介における本人の説明義務・情報提供義務の明確化

1) 現行法

契約を締結する際に必要な情報は、各当事者が自ら収集するのが原則であるが、売

主本人は責任を負わないとする説と、売主本人も責任を負うとする説があり、判例上

どちらの事例もある。

2) 債権法改正の基本方針

改正法では、説明義務等の存否や内容は、個別の事案に応じて様々であり、一般的

な規定を設けるのは困難であるとの意見を考慮しつつ、原則的に契約当事者（売主）

に説明義務を課した上で、仲介業者が説明を怠った場合につき損害賠償責任を課す方

向で検討されている。

3) 想定される問題点

改正法では、原則的に仲介業者だけではなく、売主も責任追及の対象となる。

売主が自ら業者であれば当該規定も理解できるが、売主が一般消費者の場合は、知

識レベルが多種多様であり、また売主が一般消費者の場合は何を説明すべきかが分か

らないことが十分に想定されるため、一律に責任を課すことは現実的ではないとも考

え得る。また、取引の安全性の観点からも適切かどうかを判断する必要がある。さら

に、売主が一般消費者の場合にも説明責任が課されると、支援する立場の仲介業者の

責任が重くなる懸念や、売主が一般消費者の場合は、一般消費者と業者間の関係に支

障をきたす可能性も考え得る。

宅建業者が宅建業法第35条（重要事項の説明等）、第37条（書面の交付）を怠った

場合に、売主にも責任が及ぶのかについて確認する必要がある。

3-2-1-3 約款

(1) 約款利用の合意の必要性の明確化

1) 現行法

現在、大量の取引を合理的、効率的に行うための重要な手段として約款が用いられ

ているが、現行法にはこれに関する特別な規定はない。

2) 債権法改正の基本方針

改正法では、約款を利用した取引の安定性を確保するなどの観点から、約款を契約

内容とするための要件として、「契約締結時までに約款を提示して、両当事者がその
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約款を当該契約に用いることに合意したとき」約款が契約の内容になるとすることな

どが検討されている。

3) 想定される問題点

不動産の取引において、約款の利用は一般的ではないため、想定される問題点はな

いと考えられる。

3-2-2 契約の無効

(1) 暴利行為による契約の無効の明文化

1) 現行法

現行法では、公序良俗に違反するような契約については無効となるが、暴利行為に

よる契約の無効は明文規定されていない。

2) 債権法改正の基本方針

改正法では、公序良俗違反に加えて、（その一形態として）「暴利行為」も契約が無

効となるとすることが検討されている。

3) 想定される問題点

「暴利行為」の内容が不明確である。取引の安定性確保のためにも「暴利行為」に

該当する具体例及びその考え方が明確である必要がある。

3-2-3 取消要件の緩和

(1) 不実表示等による取消の範囲拡大

1) 現行法

消費者契約法では、消費者契約の場合においてのみ、重要事項について不実表示が

行われた場合には、契約を取消すことができるとされている。また、消費者契約法に

は、重要事項が列挙されている。

消費者契約法では、不利益事実の不告知についての取り消しについても定められて

いるが、「故意に告げなかった」という要件が設けられている。

2) 債権法改正の基本方針

改正法では、民法上の通則として不実表示による取消を規定することとし、消費者
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契約に限らず、企業間取引にも適用されるようにすることとしている。

重要事実を「意思表示をするか否かの判断に通常影響を及ぼすべき事項」とし、限

定を行わない方向で検討され、不利益事実の不告知については、「故意」の要件を付

さない方向で検討されている。

3) 想定される問題点

企業間取引においても、不実表示が取り消しの原因となる。したがって、業者間の

不動産の取引においても、誤って不実表示をしてしまった場合には、取消しの対象と

なることになる。

消費者保護の趣旨で規定されている消費者契約法のルールを、プロ同士の契約であ

る企業間取引にも準用することには違和感がある。そもそも業者間取引はプロ同士の

取引であり、互いに売買の対象の性質を知った上での取引であるにもかかわらず、売

り側の過失で不実表示したような場合に、簡単に契約解除できるようになるというの

は、取引の安定性確保の観点から問題となることも考えられる。

また、個人間の取引においても、誤って不実表示をしてしまった場合に取消しの対

象としてよいのかが問題となる。個人売主の場合には、不動産取引には不慣れなため、

「故意」の要件を付さないと問題が生じるのではないかと考えられる。宅建業者に適

用される宅建業法第47条の不実告知の禁止規定においても「故意」という要件が付さ

れており、個人売主の場合は、より「故意」の要件を付す要請が高いと考えられる。

3-2-4 解除と危険負担 －債務不履行解除と危険負担との関係－

(1) 危険負担制度の解除制度への統一

1) 現行法

現行法では、履行不能の場合の解除制度と危険負担制度の適用範囲が重複する問題

があり、これに対し解除制度を一元化すべきであるという意見と、解除制度と危険負

担制度を併存させるべきという意見がある。

また、契約解除においては、解除の要件としての債務者の帰責事由を不要とすると

する考え方がある。

危険負担の債権者主義に関して、不動産などについて現行法では、契約当事者の帰

責事由によらず目的物が滅失又は損傷した場合、その滅失又は損傷の負担を債権者に

負わせることが定められている。

2) 債権法改正の基本方針

改正法では、危険負担については、解除に制度を統一し、解除の制度内において実
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質的にリスク分配ルールを定めることとしている。

契約解除について、債務の履行をしなかったことにより相手方が契約に対する正当

な期待を失った場合などの「重大な不履行」があるときは、故意・過失、その他の帰

責事由を要件としないこととしている。

債権者主義における危険負担の見直しについては、「重大な不履行」はないが、契

約の趣旨に照らして履行が合理的に期待できない場合のうち、

① 引渡前に目的物が滅失・損傷したときは、買主は解除権を有する

② 引渡後に目的物が滅失・損傷したときは、買主は解除権を有しない（代金支払

い義務も免れない）

③ 売買目的物が不動産である場合、引渡前に滅失・損傷したときでも、買主に移

転登記がされていれば、買主は解除権を有しない

④ ②・③にかかわらず、滅失・損傷が目的物の瑕疵によって生じた場合は、買主

は解除権を有する（代金支払い義務も免れる）

としている。

3) 想定される問題点

契約解除について、「重大な不履行」の内容が不明確であることが挙げられる。瑕

疵は「重大な不履行」ではないように整理されているようであるが、どのような事案

が「重大な不履行」となるかが不明確である。

3-2-5 損害賠償請求 －債務不履行による損害賠償－

(1) 代償請求権の明文化

1) 現行法

現行法では、債務不履行による損害賠償において、代償請求権に関して明文化され

た規定はないが、判例から認められると考えられている。

2) 債権法改正の基本方針

改正法では、代償請求権について、債務不履行を生じさせたものと同一の原因によ

り取得した金銭から、目的物の価額に相当する代償請求をすることができるとするこ

ととしている。

3) 想定される問題点

想定される問題点はない。
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3-2-6 売主の担保責任 －売買目的物の担保責任－

(1) 救済手段の多様化

1) 現行法

現行法では、売買目的物に隠れた瑕疵があった場合、以下の救済手段を認めている。

1. 他人物売買：解除、損害賠償請求

2. 他人の権利による制約：解除、損害賠償請求

3. 抵当権の実行：所有権を失ったとき→解除

4. 自ら支出して所有権を保存したとき→費用償還

5. 瑕疵担保責任：解除、損害賠償請求

2) 債権法改正の基本方針

改正法では、従来の救済手段について、以下のように追加・変更することとする。

1. 他人物売買：代金減額請求、解除、損害賠償請求

2. 他人の権利による制約：代金減額請求、解除、損害賠償請求

3. 抵当権の実行：所有権を失ったとき→解除

4. 自ら支出して所有権を保存したとき→費用償還 (現行法と同様）

5. 瑕疵担保責任：代物請求、修補請求、代金減額請求、解除、損害賠償請求（債

務不履行における救済手段の特則の位置づけ）

3) 想定される問題点

不動産の取引においても、瑕疵があった場合は修補しなければならないのかどうか、

過分の費用がかかるケースとはどの程度のものを想定しているかが不明確である。不

動産の特性を踏まえて、修補の対象を限定する必要があるとも考えられる。

3-2-7 瑕疵担保責任

(1) 瑕疵の定義の明文化

1) 現行法

瑕疵の定義は、目的物が通常保有するべき品質・性能を備えていない等一般的客観

的に判断可能な物理的欠陥とする考え方（客観説）から、判例的に、契約によって定

められた当事者の使用目的など、合意の内容を重視する考え方（主観説）に移行して

きている。
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2) 債権法改正の基本方針

改正法では、瑕疵の定義を規定するため、「物の給付を目的とする契約において、

物の瑕疵とは、その物が備えるべき性能、品質、数量を備えていない等、当事者の合

意、契約の趣旨及び性質（有償、無償等）に照らして、給付されたものが契約に適合

しないことをいう」など、合意、契約の趣旨及び性質が瑕疵の判断において勘案され

ることを明文化することとしている。

3) 想定される問題点

契約に記載されていないことは瑕疵とされないのか、あらゆる事項につき契約に定

めないといけなくなるのか、また、「契約の性質」で、従来の「目的物が通常保有す

るべき品質・性能」と同様な判断がされるよう運用できるのかどうかが不明確である。

特に既存住宅の場合、「その物が備えるべき性能、品質、数量」を記載するのが困難

であるが、どの程度記載すべきか、記載しなかった場合どのように瑕疵が判断される

のか確認する必要がある。また、瑕疵の定義に「数量」が明示されたとしても、土地

の実測売買のように、契約形式について、公募面積と実測面積に差異が生じ清算した

としても、これが瑕疵にあたらず、解除の対象ではないことも確認する必要がある。

(2) 担保責任の権利行使期間の長期化

1) 現行法

現行法では、瑕疵担保責任と債務不履行責任の権利行使期間は区別されており、前

者では事実を知った日から1年間としている。

また、住宅品質確保法では、平成12年4月1日契約された新築住宅については、引

渡しから10年間としている。

2) 債権法改正の基本方針

改正法では、権利行使期間について、現行民法第570条・第566条3項の特則を廃止

し、債権の消滅時効の一般則による客観的な権利行使可能時（不動産の場合引渡し時）

から10年間、または、債権者が権利の発生原因および債務者を知った時または債権を

行使することができる時から3年間または4年ないし5年間とすることが検討されて

いる。また、新築住宅については引渡しから10年間とすることが検討されている。

3) 想定される問題点

現行宅建業法第40条（瑕疵担保責任についての特約の制限）に定める瑕疵担保責任

の権利行使期間は、引渡し時から2年間であり、10年に延びる可能性がある。
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なお、商法第526条においては、商人間取引については、受領後6ヶ月以内に検査

して瑕疵を通知しないと、瑕疵を理由に契約の解除や損害賠償責任が追及できない。

商人以外の場合は、現行規定では特にこのような義務は無く、瑕疵を見つけてから1

年以内であれば主張できるとされている。民法の改正により、商法の規定が影響を受

けないか確認する必要がある。

3-2-8 敷金 －敷金債務－

(1) 旧所有者への敷金請求可能

1) 現行法

売買の目的物に係る敷金債務は、新所有者に移転することとしている。

2) 債権法改正の基本方針

改正法では、売買の目的物に係る敷金は、新所有者にも旧所有者にも請求できるこ

ととしている。

3) 想定される問題点

不動産売買契約に際し、旧所有者に対し敷金を請求されるリスクも勘案して契約を

締結せねばならない。

3-2-9 将来債権の譲渡

(1) 将来の賃料債権の譲渡可能

1) 現行法

将来発生すべき債権の譲渡の有効性に関しては、現行法の規定はない。

2) 債権法改正の基本方針

改正法では、将来債権の譲渡が原則として有効であり、将来の賃料債権を譲渡する

ことができるものとしている。また、登記を債権譲渡の対抗要件として、不動産の新

所有者にも対抗できるとしている。

3) 想定される問題点

不動産取引の際に、将来の賃料債権が譲渡されていないか、登記を確認しなければ

ならなくなる。
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3-2-10 媒介

(1) 媒介契約の定義・内容の明文化

1) 現行法

現行法では、媒介に関する定義はないが、判例上、準委任契約2とみなされている。

2) 債権法改正の基本方針

改正法では、媒介契約の定義および内容を明文化することとし、基本的には現在の

実務を反映させた形での明文化が検討されている。

1. 媒介とは、当事者の一方（委託者）が他方（媒介者）に対し、委託者と第三者

との法律行為が成立するように尽力することを委託する有償の準委任である。

2. 媒介者は、委託の目的に適合するような法律行為の相手方やその内容および条

件等についての必要な情報の収集及び調査を行い、委託者にそれを提供する義

務を負う。

3. 委託者は、委託者と第三者との間に法律行為が成立したときは、媒介者に対し

てその報酬を支払う義務を負う。ただし、当事者が報酬についてこれと異なる

合意をしたときはこの限りでない。

3) 想定される問題点

不動産取引においては、売主と買主とそれぞれに媒介者が介在する場合がある。条

文上からは単に委託者と媒介者との責任・義務を規定しているに過ぎないが売主と媒

介者、買主と媒介者では責任の度合い、調査の範囲、内容も同一ではないと想定され、

実務上でも買主に対する調査義務等に重点が置かれている。また、これに関連する事

項で宅建業者が行う重要事項説明も、宅建業法上の説明する相手方は、買主、借主で

あり、売主、貸主には説明義務を課されていない。

不動産取引においては、売主と買主とでは「必要な情報」が異なるとして、売主の

媒介者の責任は、買主の媒介者の責任と比較して軽くなっていると考えてよいか確認

する必要がある。

3-3 不動産取引の業務フローに対応した主要な論点整理

3-2で整理した結果を踏まえて、特に主要な論点について、基本的な不動産取引の業

務フローに合わせて、次のとおり整理を行った。

2 委任契約は法律行為の委任に限られ、事実行為の委任を行う契約は準委任契約とされる。準委任契約に

は委任契約の規定が準用される。
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初期段階 検討段階 交渉段階 申込み段階

意
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件
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収
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入
条
件
の
想
定

★
物
件
情
報
の
表
示

★
物
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覧

物
件
の
絞
込
み

★
媒
介
契
約

★
物
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の
詳
細
確
認

★
取
引
条
件
の
確
認

売
主
折
衝

購
入
計
画
の
具
体
化

取
引
条
件
の
合
意

★
売
買
契
約
申
込
み

契約・引渡し段階

★
重
要
事
項
説
明

★
売
買
契
約
締
結

★
住
宅
ロ
ー
ン
契
約
の
締
結

★
決
済
・引
渡
し

アフター

入

居

★
ト
ラ
ブ
ル
対
応

【現行法】
・消費者契約の場合におい
てのみ、不実表示により契
約を取消すことができる
（消費者契約法4条）

【債権法改正の基本方針】
・民法上の通則として不実
表示による取消を規定
・消費者契約に限らず、企
業間取引にも適用される

【想定される問題点】
・業者間取引はプロ同士の
取引であり、互いに売買の
対象の性質を知った上で
の取引であるにもかかわら
ず、売り側の過失で不実表
示したような場合に、簡単
に契約解除できるようにな
るというのは、取引の安定
性確保の観点から問題
・個人間取引においても、
誤って不実表示をしてし
まった場合に取消しの対象
としてよいのか
・個人売主の場合には、不
動産取引には不慣れなた
め、「故意」の要件を付さな
いと問題が生じるのではな
いか
・宅建業法47条の不実告

知の禁止規定においても
「故意」という要件が付され
ており、個人売主の場合は、
より「故意」の要件を付す要
請が高い

【現行法】
・売主本人は責任を負わな
いとする説と、本人も責任を
負うとする説が存する
（ともに裁判例あり）

【債権法改正の基本方針】
・契約当事者（売主）に説明
義務を課したうえで、仲介業
者が説明を怠った場合につ
き損害賠償責任を課してい
る

【想定される問題点】
・売主が一般消費者の場合
は、知識レベルが多種多様
であり、また売主が一般消
費者の場合は何を説明すべ
きかが分からないことが十
分に想定されるため、一律
に責任を課すことは現実的
ではない
・取引の安全性の観点から
も適切かどうかを判断する
必要あり
・さらに、売主が一般消費者
の場合にも説明責任が課さ
れると、支援する立場の仲
介業者の責任が重くなる懸
念や、売主が一般消費者の
場合は、一般消費者と業者
間の関係に支障をきたす可
能性あり
・宅建業者が宅建業法35条
（重要事項の説明等）、37条

（書面の交付）を怠った場合
に売主にも責任が及ぶのか
について確認する必要あり

【現行法】
・瑕疵担保責任：解
除、損害賠償請求

【債権法改正の
基本方針】

・瑕疵担保責任：代
物請求、修補請求、
代金減額請求、解除、
損害賠償請求
（上記の債務不履行
における救済手段の
特則の位置づけ）

【想定される問題点】
・不動産の取引にお
いても、瑕疵があっ
た場合は修補しなけ
ればならないのかど
うか、過分の費用が
かかるケースとはど
の程度のものを想定
しているかが不明確
・不動産の特性を踏
まえ、修補の対象を
限定すべき

【現行法】
・契約解除において債務者
の帰責事由を考慮

【債権法改正の基本方針】
・当事者の一方に「重大な不
履行」があるときは、故意・
過失、その他の帰責事由を
要件としない
（「重大な不履行」とは、債務
の履行をしなかったことによ
り相手方が契約に対する正
当な期待を失った場合）

【想定される問題点】
・契約解除について、「重大
な不履行」の内容が不明確
であることがあげられる。瑕
疵は「重大な不履行」ではな
いように整理されているよう
であるが、どのような事案が
「重大な不履行」となるかが
不明確

【現行法】
・目的物が通常保有するべき
品質・性能を備えていないこ
と、とされる
・一般的客観的に判断される、
物理的欠陥とする考え方（客
観説）から、契約によって定
められた当事者の使用目的
など、合意の内容を重視する
考え方（主観説）に移行して
きた（裁判例）

【債権法改正の基本方針】
・瑕疵の定義を明文化
「物の給付を目的とする契

約において、物の瑕疵とは、
その物が備えるべき性能、
品質、数量を備えていない等、
当事者の合意、契約の趣旨
及び性質（有償、無償等）に
照らして、給付されたものが
契約に適合しないことをいう」
→合意、契約の趣旨及び性
質が瑕疵の判断において勘
案されることが明文化

【想定される問題点】
・契約に記載されていないこ
とは、瑕疵とされないのか、
あらゆる事項につき、契約に
定めないといけなくなるのか
・「契約の性質」で、従来の
「目的物が通常保有するべき
品質・性能」と同様な判断が
されるよう運用できるのかど
うかが不明確

【現行法】
・事実を知った時から一年
間

【債権法改正の基本方針】
・債権の消滅時効の一般
則による
・客観的な権利行使可能
時から10年間、または、債

権者が権利の発生原因お
よび債務者を知った時ま
たは債権を行使することが
できる時から3年間（4,5年

の案もある）

【想定される問題点】
・宅建業法40条（瑕疵担保

責任についての特約の制
限）に定める瑕疵担保責
任の権利行使期間は、引
渡し時から2年間であり、
10年に延びる可能性あり

・民法の改正により、商法
の規定が影響を受けない
か確認する必要あり

※★は宅建業者の行為を示す
※各論点については、主に原因が発生する
段階に対応するよう点線を結んでいる

【現行法】
・現行法は公序良俗違反
による無効

【債権法改正の基本方針】
・公序良俗違反に加えて、
（その一形態として）「暴利
行為」も無効とする

【想定される問題点】
・「暴利行為」の内容が不
明確
・取引の安定性確保のた
めにも「暴利行為」に該当
する具体例及びその考え
方が明確である必要あり

【現行法】
・原則として交渉を破棄しても法
的な責任は生じない（規定なし）
・事案によっては、損害賠償責
任が生じうる
・具体の事案に即し、契約の締
結に向けての準備がなされたか、
契約内容について当事者双方
の考えが取りまとめられたかど
うか、契約締結の日が定められ
たかどうか、などにより判断（裁
判例）

【債権法改正の基本方針】
・「当事者は、契約の交渉を破棄
したということのみを理由として
は、責任を問われない」と明記
・一定の場合には損害賠償責任
が生じうる
・ 「前項の規定にもかかわらず、
当事者は、信義誠実の原則に反
して、契約締結の見込みがない
にもかかわらず交渉を継続し、
または契約の締結を拒絶したと
きは、相手方が契約の成立を信
頼したことによって被った損害を
賠償する責任を負う」と規定

【想定される問題点】
・「契約締結の見込みがないにも
かかわらず交渉を継続」すること
の範囲が不明確
・特に仲介業では、当初売主・買
主の条件が合致していない場合
でも、条件をすりあわせ、交渉を
継続するものであり、この場合
に、最終的に契約が締結できな
くとも、損害賠償責任を負わない
ことを確認する必要あり
・契約交渉の不当な破棄の判断
は、消費者・事業者等当事者の
地位によっても異なるものであり、
一律に要件を決めるのは難しい

【現行法】
・法典には定義なし
準委任契約とされる（判例）

【債権法改正の基本方針】
・媒介契約の定義および内容
を明文化
・基本的に現在の実務を反映

【想定される問題点】
・媒介者は不動産取引におい
ては売主と買主とそれぞれ媒
介者が介在する場合がある
・条文上からは単に委託者と
媒介者との責任・義務を規定
しているに過ぎないが売主と
媒介者、買主と媒介者では責
任の度合い、調査の範囲、内
容も同一ではないと想定され、
実務上でも買主に対する調査
義務等に重点
・宅建業者の重要事項説明も
業法上の説明する相手方は、
買主、借主であり、売主、貸主
には説明義務を課されない
・売主と買主とでは「必要な情
報」が異なるとして、売主の媒
介者の責任は、買主の媒介者
の責任と比較して軽くなってい
ると考えてよいか確認の必要
あり

【現行法】
・規定なし

【債権法改正の基本方針】
・将来の賃料債権を譲渡
することができ、かつ、不
動産の新所有者にも対抗
できるとする
・債権譲渡の対抗要件は
登記

【想定される問題点】
・不動産取引の際に、将来
の賃料債権が譲渡されて
いないか、登記の確認等
が必要になる

【現行法】
・売買の目的物に係る敷
金債務は、新所有者に移
転する

【債権法改正の基本方針】
・売買の目的物に係る敷
金は、新所有者にも旧所
有者にも請求できるとする

【想定される問題点】
・不動産売買契約に際し、
旧所有者に対し敷金を請
求されるリスクも勘案して
契約を締結せねばならな
い

解除と危険負担：危険負担
制度の解除制度への統一

売主の担保責任：救
済手段の多様化

瑕疵担保責任：瑕疵の定義
の明文化

瑕疵担保責任：担保責任
の権利行使期間の長期化

契約の無効：暴利行為に
よる契約の無効の明文化

将来債権の譲渡：将来の
賃料債権の譲渡可能

敷金：旧所有者への敷金
請求可能

契約の成立：仲介における
説明義務・情報提供義務

取消要件の緩和：不実表
示による取消の範囲拡大

契約交渉段階：交渉破棄に伴う
責任の有無の明文化

媒介：媒介契約の定義・内容
の明文化

図 不動産取引の業務フローに対応した主要な論点整理（案）
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第4章 パブリックコメントのたたき台（案）

4-1 パブリックコメントのたたき台（案）の作成

第３章の民法（債権法）改正による不動産取引への影響に関する論点（試案）をもと

に、政策推進委員会で有識者を交えて検討した結果を以下にパブリックコメントのたた

き台（案）として整理した。

4-2 パブリックコメントのたたき台（案）

4-2-1 契約の成立（契約の交渉段階）：交渉破棄に伴う責任の有無の明文化

(1) 想定される不動産取引への影響

検討会においては、特段の指摘がなかったが、今後検討する必要がある。

(2) パブリックコメントのたたき台（案）

基本的に、判例の内容を条文に取り込んだ形であるが、「契約締結の見込みがない

にもかかわらず交渉を継続」することの範囲が不明確であり、具体的に示してほしい。

特に、仲介業においては、当初売主・買主の条件が合致していない場合でも、条件を

すりあわせつつ、交渉を継続していくものであり、このような場合に、最終的に契約

が締結できなかったとしても、基本的には損害賠償責任を負わないという理解でよい

かを確認したい。

また、契約交渉の不当な破棄の判断基準は、消費者・事業者等当事者の地位によっ

ても異なることが想定され、一律に要件を決めるのは難しいと考えられる。

4-2-2 契約の成立（契約の交渉段階）：仲介における本人の説明義務・情報提供義務の

明確化

(1) 想定される不動産取引への影響

改正法では、原則的に仲介業者だけではなく、売主も責任追及の対象となる。売主

が自ら業者であれば当該規定も理解できるが、売主が一般消費者の場合は、知識レベ

ルが多種多様であり、また一般消費者が何を説明すべきかが分からないことが十分に

想定されるため、一律に責任を課すことは現実的ではないとも考え得る。また、取引

の安全性の観点からも適切かどうかを判断する必要がある。さらに、売主が一般消費

者の場合にも説明責任が課されると、支援する立場の仲介業者の責任が重くなる懸念

や、売主が一般消費者の場合は、一般消費者と業者間の関係に支障をきたす可能性も

考え得る。
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(2) パブリックコメントのたたき台（案）

改正法では、原則的に仲介業者だけではなく、売主も責任追及の対象となるため、

宅建業者が宅建業法第35条（重要事項の説明等）、第37条（書面の交付）における責

務を怠った場合に、どこまで売主にも責任が及ぶのかを確認したい。

4-2-3 契約の無効：暴利行為による契約の無効の明文化

(1) 想定される不動産取引への影響

現状、土地や住宅等の不動産の取引価格は標準的なものはなく、個々の事由（所有

者の意向、土地の状況等）により決められており、隣地でも数倍という場合も多々存

在する。特に、唯一性がある土地や住宅の場合は、売主の意向により値付けをするた

め、周辺の市場価格よりも高くなる場合も十分に想定される。例えば、左記のような

ケースにおいて、周辺の土地よりどの程度価格が高い場合に、「暴利行為」に該当す

るのかが不明確である。

また、中古住宅（競売物件等）をリフォームして売却する場合、一定の付加価値を

つけて売ることになるが、その場合に、どこまでの付加価値をつけることが「暴利行

為」になるのかも不明確である。

(2) パブリックコメントのたたき台（案）

改正案では、「公序良俗に加えて、「暴利行為」も無効の要件とする」ことが検討さ

れているが、「暴利行為」とは、具体的にどのような行為を指すのかが不明確である。

立法趣旨を鑑みると、公序良俗の一環として、実際の同種の契約と比較した場合と

10倍等の桁違いと判断されるケースを想定しているものと考えられるが、不動産取引

の取引価格は通常の取引と比較すると、単価が大きいものであり、取引の安定性確保

のためにも「暴利行為」に該当する具体例及びその考え方を示していただきたい。

4-2-4 取消要件の緩和：不実表示等による取消の範囲拡大

(1) 想定される不動産取引への影響

企業間取引においても、不実表示が取り消しの原因となる。したがって、業者間の

不動産の取引においても、誤って不実表示をしてしまった場合には、取消しの対象に

なることとなる。

また、個人間の取引においても、誤って不実表示をしてしまった場合に取消しの対

象としてよいのかが問題となる。個人売主の場合には、不動産取引には不慣れなため、

「故意」の要件を付さないと問題が生じるのではないかと考えられる。
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(2) パブリックコメントのたたき台（案）

業者間取引はプロ同士の取引であり、互いに売買の対象の性質を知った上での取引

であるにもかかわらず、売り側の過失で不実表示したような場合に、簡単に契約解除

できるようになるというのは、取引の安定性確保の観点から問題になることも考えら

れるため、その点に関する考え方を示していただきたい。

また、宅建業者に適用される宅建業法第47条の不実告知の禁止規定においても「故

意」という要件が付されており、個人売主の場合は、より「故意」の要件を付す要請

が高いとも考えられるため、具体的な考え方を示していただきい。

4-2-5 解除と危険負担（債務不履行解除と危険負担との関係）：危険負担制度の解除制

度への統一

(1) 想定される不動産取引への影響

検討会においては、特段の指摘がなかったが、今後検討する必要がある。

(2) パブリックコメントのたたき台（案）

契約解除について、「重大な不履行」の内容が不明確である。瑕疵は「重大な不履

行」ではないように整理されているようであるが、例えば不動産取引においては、ど

のような事案が「重大な不履行」となるかを示してほしい。

4-2-6 売主の担保責任（売買目的物の担保責任）：救済手段の多様化

(1) 想定される不動産取引への影響

検討会においては、特段の指摘がなかったが、今後検討する必要がある。

(2) パブリックコメントのたたき台（案）

不動産の取引においても、瑕疵があった場合は修補しなければならないのかどうか、

過分の費用がかかるケースとはどの程度のものを想定しているかが不明確である。不

動産の特性を踏まえて、修補の対象を限定することが望ましい。

4-2-7 瑕疵担保責任：瑕疵の定義の明文化

(1) 想定される不動産取引への影響

民法改正により、瑕疵による損害賠償が免責されるかどうかは、契約で引き受けて

いなかったかどうかで判断されるようになる（これまでは帰責事由で判断されてい



19

た）。つまり、契約書に明記しているかどうかで判断されることになる。しかし、現

状の不動産取引における売買契約書においては、当該取引対象となる不動産の細部に

わたる詳細事項が明記されているわけではない。

契約書に明記されていない瑕疵があった場合に、損害賠償請求の対象になるとすれ

ば、契約書が詳細になる傾向も否めないと考えられる。また、天災等の不可抗力の際

の責任分担については、契約書に詳細に明記しておく必要が出てくる可能性もある。

(2) パブリックコメントのたたき台（案）

不動産のあらゆる事項につき、契約で定めなければならなくなるのか、どの程度ま

で契約書に明記する必要があるのかを明確にしてほしい。また、併せて、「契約の性

質」で、従来の「目的物が通常保有するべき品質・性能」と同様な判断がされるよう

運用できるのかどうかを明確にしてほしい。

特に既存住宅の場合「その物が備えるべき性能、品質、数量」を記載するのが困難

であるが、どの程度記載すべきか、記載しなかった場合どのように瑕疵が判断される

のか、前提となる考え方を確認したい。

また、瑕疵の定義に「数量」が明示されたとしても、土地の実測売買のように契約

形式について、公募面積と実測面積に差異が生じ清算したとしても、これが瑕疵にあ

たらず、解除の対象ではないことも確認したい。

4-2-8 瑕疵担保責任：担保責任の権利行使期間の長期化

(1) 想定される不動産取引への影響

権利行使期間の長期化については、長期化すればするほど、業者が過度な責任を負

うこととなる。例えば、不動産取引において、10年後に取引が覆される可能性がある

というのは、消費者保護の観点からは安定しているとも考えられるが、取引安定性の

観点からは問題があるとも考えられる。

(2) パブリックコメントのたたき台（案）

現行宅建業法第40条（瑕疵担保責任についての特約の制限）に定める二年の瑕疵担

保責任が現状の期間より延びないよう（例えば十年等）配慮してほしい。具体的には、

売主の瑕疵担保責任の債権時効について、今回の民法改正で、民法の規定より期間が

短い場合の時効は、公序良俗の範囲に逸脱しない限り、認められる方向であると理解

している。宅建業法第40条は民法の特則であることから、担保責任の権利行使期間を

実質的に短縮する特約は改正後も有効と考えられるが、左記に関する見解を示してほ

しい。

なお、商法第526条においては、商人間取引については、受領後6ヶ月以内に検査
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して瑕疵を通知しないと、瑕疵を理由に契約の解除や損害賠償責任が追及できない。

商人以外の場合は、現行規定では特にこのような義務は無く、瑕疵をみつけてから1

年以内であれば主張できるとされている。民法の改正により、商法の規定が影響を受

けないか確認したい。

4-2-9 敷金（敷金債務）：旧所有者への敷金請求可能

(1) 想定される不動産取引への影響

不動産売買契約に際し、旧所有者に対し敷金を請求されるリスクも勘案して契約を

締結しなければならなくなる。

(2) パブリックコメントのたたき台（案）

関連する契約自体は、旧所有者から新所有者に継承されることから、一般消費者は

十分に保護されると考えられるため、改正する必要はない。

4-2-10 媒介：媒介契約の定義・内容の明文化

(1) 想定される不動産取引への影響

検討会においては、特段の指摘がなかったが、今後検討する必要がある。

(2) パブリックコメントのたたき台（案）

不動産取引においては、売主と買主とでは「必要な情報」が異なるとして、売主の

媒介者の責任は、買主の媒介者の責任と比較して軽くなっていると考えてよいかを確

認したい。

4-2-11 その他（一般市民にとって理解し易い制度）

(1) パブリックコメントのたたき台（案）

消費者保護の観点から、一般市民にとって理解し易い制度としてほしい。理解し易

い制度とすることで、一般市民にも浸透しやすくなると考えられることから、消費者

教育上も重要である。また、一般市民に制度が理解され、浸透することで、紛争防止

等にもつながり得ると考えられる。
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第5章 今後の課題

(1) 一次資料をベースとした網羅的な民法改正に係る論点整理

今年度は、パブリックコメント提出に向けて迅速に対応することを目的にとし、有

識者の資料等の二次資料をもとに検討を行った。今後は、今年度の検討結果を踏まえ

て、法制審議会民法（債権関係）部会における議論や法制審議会民法（債権関係）部

会から提出される予定の「中間的な論点整理」等の一次情報をもとに抜け漏れがない

かを確認するとともに、今年度の議論も踏まえて、網羅的に論点を整理する必要があ

る。

(2) 宅建業者の取引形態・地域性を考慮した不動産取引への影響把握

さらに、民法改正が不動産取引の実務に影響がないかを把握することを目的とし、取

引形態（投資／実需、戸建／マンション／土地、分譲／賃貸、自ら売主／仲介／管理）

や地域性等を考慮してヒアリング等を実施し、検討する必要がある。

(3) 民法改正部会での議論の継続的なフォロー

なお、今年度の検討において、議論を行うために法制審議会でのさらなる審議を待

つ必要がある事項などについては、継続的にフォローし検討する必要がある。
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参考資料１ 民法（債権法）改正の動向と不動産取引への影響（松尾 弘先生）

民法（債権法）改正の動向と不動産取引への影響3

松尾 弘（慶應義塾大学法科大学院）

Ⅰ 民法（債権法）改正の全般的動向

１．民法（債権法）改正への動き

現行民法は、明治29年（1編～3編＝財産法）と31年（4編～5編＝家族法）の法典化

(codification)以来、憲法改正に伴う家族法の全面改正等（昭和47年）を除けば、成年後

見制度（平成11年）、担保・執行制度（平成15年）、財産法の現代語化と保証制度（平

成16年）、遺失物拾得（平成18年）等々、個別改正にとどまった。他方で、建物区分所

有法（昭和37年）、借地借家法（平成3年）、消費者契約法（平成12年）、…と、特別法

の制定・改正が相次ぎ、一般社団法人および一般財団法人に関する法律（平成18年）に

至っては民法典本体から相当数の条文が削除され、いわば虫食い状態になっている。こ

れは脱法典化(decodification)とも呼ばれる。これに対し、特別法の一部を再び取り込み、

現代社会に適合した民法典として全面的に編纂し直そうという動き――再法典化

(recodification)――が始まろうとしている。

すでに民法（債権法）改正検討委員会（2006年10月設立）は、「債権法改正の基本方

針」（2009年3月。事務管理・不当利得・不法行為を除く。法律行為・期間・債権の消

滅時効を含む。以下、検討委員会方針という）を公表しており、民法改正研究会（2005

年10月設立）も、「日本民法改正試案・仮案」（2008年10月、2009年1月）、「民法改正

国民・法曹・学界有志案」（2009年10月。担保物権法を除く財産法）を公表している。

また、学者や実務家のグループを中心に、これらの試案に対する分析・意見や、個別論

点についての研究・比較法などが精力的に進められている（これらの成果物については、

後掲Ⅴ・参考文献参照）。

こうした蓄積を背景に、法務大臣は法制審議会第160回会議（2009年10月28日）で、

「債権関係の規定」につき、民法制定以来の「社会・経済の変化への対応を図り、国民

一般に分かりやすいものとする等の観点から」、契約を中心に見直した要綱の提示を諮

問した（諮問88号）。これを受け、法制審議会民法（債権関係）部会では改正に向けた

審議が始まり（第1回は2009年11月24日）、議論が深められている。

以下では、こうした民法改正動向を概観し、とりわけ議論の軸になっている検討委員

会方針を適用した場合に、不動産取引にどのよう影響が生じるかにつき、想定事例も設

定し、検討する。

２．民法（債権法）改正の目的と必要性

3 本稿は、平成23年1月現在の法制審議会から公開されている情報をもとに検討を実施している。よって、

以降の改正動向によっては、本章の検討内容に変更が必要となる場合も想定し得る。
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今回の民法改正を促す背景には様々な理由があり、それを要約することは容易でない

が、大局的には以下の点を看過することができない。

第1に、民法典の適用対象である市民像の見直しである。従来、民法典の適用対象は、

個性・資質・属性等をあえて特定しない抽象的な「人」として捉えられてきた。これに

対し、今回の改正では、そうした抽象的な「人」が実際には暗黙裡に特定のイデオロギ

ー性をもつ者（いわゆるブルジョアジー）に限定されていたとみて、それを実質的に拡

張するために「消費者」、「事業者」といった人の属性を明らかにした規定を、特別法で

はなく、一般法たる民法典に「統合」することが企図されている。また、従来は商人に

よる商行為に関する特別法と捉えられていた商法の規定の中からも、「事業者」に適用

を限定する形で民法典に「統合」したり（例えば、対話者間の契約の申込の効力に関す

る商法517条、買主の検査・瑕疵通知義務に関する商法526条など）、そうした限定を付

す必要がない規定は「一般法化」して民法典に編入すること（例えば、特約がない場合

の報酬請求権に関する商法512条など）が検討されている。

第2に、グローバル化への対応である。日本の法制度に全般的に見出される「グロー

バル化への対応」傾向は、『司法制度改革審議会意見書――21世紀の日本を支える司法

制度――』（2001年6月）前後から顕著になってきた。グローバル化対応には、自由化・

規制緩和・民営化を強調する新自由主義的な政策を推進する要素とともに、そえに対す

るカウンター・バランスとして、自由競争の強化によって不利益を受けるであろう弱い

立場の者の事後的救済を手厚くする考え方も含まれている。

民法の領域では、ヨーロッパにおける消費者保護法の制定、ヨーロッパ共通の契約法

や民法を模索する様々な試み――ヨーロッパ契約法原則(PECL)、パヴィア・ヨーロッ

パ契約法典草案、ヨーロッパ私法共通参照枠草案(DCFR)など――、動産売買等の商取

引に関する国際条約等々の国際的ルール形成の動きが、日本の国内立法にも大きな影響

を与えている。日本は、国際物品売買契約に関する国際連合条約（1980年署名、1988

年発効。以下、ウィーン売買条約）に対し、2008年7月1日加入書を寄託し（同年7月7

日条約8号）、日本についても効力が生じた（2009年8月1日）。ウィーン売買条約には、

現行民法と異なるルールも含まれており、今回の民法改正にも影響を与えている。例え

ば、契約成立時期を承諾の到達時とする18条、申込みに対する承諾の内容の相違が「実

質的」でないときは契約の不成立を回避する19条2項、契約解除の要件として「重大な

契約違反」を要求する一方で、帰責事由を問わない49条1項、相手方による契約違反が

予想される場合に自己の義務の履行停止、履行期日前解除などの予防措置をとりうる71

条・72条、契約違反をしたときは相手方が被った損害について契約締結時に予見可能だ

った範囲で損害賠償責任を負う一方（保証責任）、その不履行が「自己の支配を超える

障害」によって生じ、契約締結時に考慮も結果回避も合理的に期待できなかったことを

証明したときは免責される45条1項a号・74条・79条（不可抗力免責）などが挙げられ

よう。

第3に、現行民法制定後の社会・経済の変化により、民法制定当時とは状況が変化し
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たり、当時は予想していなかった取引形態や問題類型が生じたことへの対応である。例

えば、コンピュータ利用取引・リース契約・フランチャイズ契約などの新しい取引形態

について、一般原則を定式化して民法典に取り込むことも検討されうるであろう。こう

した市民生活と民法との乖離の補正は、「市民のための民法とする」という改正理由に

も通じる。

もっとも、今回の民法（債権法）改正は、あくまでもそうした本格的な民法改正への

第一歩として位置づけられていることにも留意する必要がある。

３．民法（債権法）改正の要点

（１）民法の基本理念

民法の基本理念として、「自由」の理念を再確認すべきか、これと並列する理念とし

て「平等」を併置すべきか。この問題は、民法典に消費者・事業者などの人の属性を考

慮した規定を取り込むべきかどうかをめぐって現実化する。検討委員会方針は、消費

者・事業者のほか、消費者契約の定義を置くことを提案する。それはまた、民法典を見

ることによって得られる情報を豊富にする点で、一覧性に優れている。もっとも、何で

も書いてある「百科事典的民法典」がよいのか、原理・原則が明快に示されている「体

系的民法典」がよいのかは、両者の間に一定のトレード・オフ関係が存在することから、

今後さらに議論されるべきであろう。

（２）民法典と商法典の関係

検討委員会方針は、例えば、商法507条（対話者間における契約の申込は、相手方が

ただちに承諾しなかったときは、効力を失う）は、商人に限らず、人一般に適用可能な

ルールであると解し、民法典に取り込んで「一般法化」することを提案する。また、商

法における商人・商行為の概念を前提としつつ、商人のほか非営利法人や個人事業者を

含む「事業者」の概念を新たに民法典中に定義し、かつ商法526条（買主の検査・通知

義務）は商人のみならず事業者一般に提供されるべきルールと解して、民法典に「統合」

することを提案する。さらに、商行為よりも広い「経済事業」（反復継続的事業であっ

て、収支が相償うことを目的として行われるもの）を民法典中に定義することにより、

それに該当する行為に適用される商法規定を民法典に取り込むことをも提案する。こう

した作業の結果、商行為編の総則・売買（商法2編1章・2章）、寄託の総則（商法2編9

章1節）にある大部分の規定は、民法典に統合可能であるとみられている。その結果、

残された仲立、問屋、運送、倉庫などの「営業」に関するルールとして、商行為編が再

編成される可能性も出てくる。さらに、「商人」概念まで民法典に取り込んで別項で規

定すべきとの議論も出てくれば、商法（商法総則・商行為法）の民法典への統合は一挙

に進むこともありうるであろう。

それは、民商統一法典に通じる議論である。実際、民商統一法典の例――タイ、スイ

ス、イタリア、オランダ、ロシアなど――も増えている。しかし、その前に、「百科事

典的民法典」か「体系的民法典」かという法典の理念に関する議論を十分に深める必要

がある。
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（３）民法総則関連

今回の民法改正の議論には、現行民法の規定を実質的に維持するもの、変更するもの、

現行民法に規定がない制度について新たに導入するものなど、様々な要素が含まれてい

る。

ａ）法律行為に関して、公序良俗違反に加え、（その一形態として）「暴利行為」も無

効とすること、意思能力を欠く法律行為の効果について規定を設け、取消可能とするこ

と、錯誤の効果を無効から取消しとし、意思表示の取消しに関する一般規定を適用する

こと、「不実表示」に関し、消費者契約法の規定（4条1項1号・2項・4項・5項・5条）

を一般法化して、錯誤・詐欺・強迫とともに意思表示の瑕疵に関する民法規定に取り込

むことなどが、議論されている。

ｂ）代理に関しては、代理人と本人との利益相反行為および代理人の権限濫用行為の

規定を創設し、その効果を無効とも無権代理とも異なる「効果不帰属」とし、特別の第

三者保護規定を置くこと、権限外の表見代理（民法110条）の成立要件である正当理由

の判断事由を列挙すること、本人と無権代理人の地位が同一化した場合について規定を

置くこと、自己の名で、かつ本人のために法律行為をすることによって相手方に権利を

取得させることを可能とする処分授権に関する規定を設けることなどが、主に議論され

ている。

ｃ）時効に関しては、消滅時効の中から債権時効を切り離して債権編に移動させるこ

と、債権時効に関しては、期間を短縮化（3年・4年・5年案がある）する一方、起算点

を債権者が債権の発生原因と債務者を認識しまたは認識えした時と主観化し、かつ客観

的な権利行使可能時から起算されるもう一つの期間を設定して二重期間とすること、債

権時効の起算点および期間について合意による変更を一定範囲で可能とすること、時効

の中断（新たな進行、更新）・停止（満了延期、完成猶予）のほかに、既経過部分をご

破算にしない進行停止を設け、裁判上の請求やADRの利用の場合に適用することなど

が提案されている。

（４）債権総論・契約総論関連

ａ）債務不履行に関し、履行が――客観的に不可能な場合も含めて――「契約の趣旨

に照らして債務者に合理的に期待できない」場合には、債務者に履行拒絶権を認めるこ

と（履行の免責）、その場合でも、それを生じさせたのと同一の原因によって債務者が

履行の目的物に代わる利益や権利（代償）を得たときは、債権者は目的物の価格の範囲

内でその移転を請求できること（代償請求権）、不完全な履行に対しては債権者に追完

請求権を認める一方、債務者にも一定範囲で追完権を認めること、履行補助者、不安の

抗弁権などに関する規定を設けること、債務不履行に基づく損害賠償請求権の要件とし

て過失責任主義を廃棄し、契約で「引き受けた」ことを根拠とすること（したがって、

契約で引き受けなかった損害については賠償責任を免れる。損害賠償の免責）、損害賠

償の範囲は契約締結時に両当事者が予見すべきであった損害を基準に、契約締結後の回

避可能性も加えること、損害の金銭的評価の基準を詳細化すること、受領遅滞に関する



26

規定を詳細化することなどが議論されている。

ｂ）債権者代位権をめぐっては、責任財産保全型（本来型）と個別権利実現型に大別

し、民事執行秩序とのバランスを考慮して、従来認められていた債権回収機能を制限す

ること（債権者が回収した金銭は債務者に返還する義務を負い、自己の債権との相殺を

禁じる）が提案されている。

ｃ）詐害行為取消権は、責任財産の保全のために債務者のもとへ財産の回復を図る制

度と性格づけ、債務者の無資力要件のほか、破産法上の否認権との整合性も考慮し、対

象行為ごと・取消請求の相手方ごとに要件を詳細化すること、取消しの効果を債務者へ

の財産の回復とし、その効力が債務者のすべての債権者に及ぶものとすることの適否が

議論されている。

ｄ）多数当事者の債権・債務関係では、分割債権・連帯債権・不可分債権の概念を整

理すること、連帯債務者の1人について生じた事由が他の連帯債務者に影響を与えない

とする相対的効力事由を拡大すること（これは、基本的に債権の効力を強める）、保証

債務を発生させる契約として、債権者と保証人との保証契約のほか、主たる債務者と保

証人との保証引受契約による場合も認めることが提案されている。

ｅ）債権譲渡については、現行法の通知・承諾＝対抗要件主義から、登記＝対抗要件

主義（金銭債権の場合）および確定日付ある譲渡契約書＝対抗要件主義（非金銭債権の

場合）への転換の適否が論じられている。併せて、将来債権譲渡に関する規定の新設も

提案されている。さらに、債務引受は、債務の移転ではなく、債務者と同一内容の債務

を引受人が負う、併存的債務引受による当事者の変動と捉え、これに加えて債務者と引

受人の間で免除合意および債権者の承諾がある場合には旧債務者の免責が生じること、

契約上の地位の移転に関しては、「契約の性質上、相手方の承諾を要しない場合」を法

定すること、有価証券（証券的債権を含む）に関する一般原則を民法に置くことなども

議論されている。

ｆ）債権の消滅原因としては、弁済・相殺・更改・免除・混同・債権時効（後述Ⅱ５）

に加え、一人計算について規定することが提案される。

また、債権の準占有者への弁済、受取証書の持参人への弁済などの規定を統一化し、

合理人を基準として債権者または受領権者の外形を有していると判断される者を、正当

な理由に基づいて債権者であると信じて履行した場合は、有効な弁済になるという形で

一般化する規定が提案されている。

相殺については、自働債権が弁済期にあれば、受働債権の弁済期の到来は問わないこ

と、債務者以外の第三者による相殺も認めること、相殺の遡及効を否定すること、時効

消滅した債権による相殺を制限すること、不法行為によって生じた債権を受働債権とす

る相殺禁止を緩和すること、差押えを受けた債権を受働債権とする相殺につき、判例の

無制限説を修正し、差押えの申立後にその事実を知りながら取得した債権を自働債権と

する相殺を否定すること、差押えの申立てによる自働債権の弁済期到来を認める特約の

効力を当事者間の特定の継続的取引に起因する債権に限定することなども議論されて
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いる。

さらに、更改は債務の目的または性質を変更する場合に限り、債務者の交替は債務引

受の合意、債権者の交替は債権譲渡の合意とみなすこと、免除を単独行為ではなく合意

によるものと規定することなども提案されている。

ｇ）契約総論に関しては、契約の交渉当事者間に生じる様々な義務を具体的に規定す

ること、契約の成立時期を承諾の到達時とすること、約款を用いた契約に関する規定を

設けること、不当条項に関する規定を設けること、契約の解釈準則に関する規定を設け

ること、法定利息を固定方式から変動方式（市場金利と連動させる）に改めること、契

約当事者の一方に「重大な不履行」があれば、帰責事由の有無を問わずに相手方の解除

を認めること、その結果、反対債務も消滅するゆえに、危険負担の制度は廃止されるこ

と、複数契約の解除について規定を設けること、受領遅滞に関する規定を詳細化し、受

領強制の規定を設けること、事情変更に関する規定を設けること、第三者のためにする

契約について類型別の要件化を図ることなどが、主な議論の対象となっている。

（５）契約各論・債権各論関連

契約各論では、契約類型として、ファイナンス・リースのほか、雇用・請負・委任・

寄託を包摂する上位カテゴリーとして役務提供契約の概念を創設し、一般規定を置くこ

とが提案されている。また、現行法では要物契約とされている使用貸借、消費貸借、寄

託について、いずれも諾成契約とすることが提案されており、契約の諾成主義を貫徹す

ることの是非も論じられるであろう。

そのほか、個々の契約に関する個別的な議論の対象については、逐一掲げることがで

きないが、その主要なものについて、後に取り上げる（後述２参照）。

Ⅱ 不動産取引への影響

１．契約の成立をめぐって

今回の民法改正をめぐる提案でも、契約は、申込みという意思表示と、その内容に同

意する旨の承諾という意思表示によって生じ、法令または当事者による別段の定めがな

いかぎり、契約書の作成、その他の書面や目的物の引渡しなどを要しない（諾成主義）。

しかし、契約成立の有無をめぐっては、実際上も多くの紛争が生じるポイントであり、

改正論議では合意に関するルールの詳細化が意識されていることも、看過できない。例

えば、検討委員会方針は、契約は合意によって成立するものの、「当事者の意思により、

契約を成立させる合意が別途必要とされる場合、契約はその合意がされたときに成立す

る」との規定が提案されている。例えば、両当事者が契約内容として定められるべき事

項についてすべて合意していても、後日契約書を作成したり、契約書に署名した時に正

式に契約を締結するという意思をもっている場合である。この点に関しては、現行民法

には規定がない。この段階では、すでに契約交渉は始まっており、交渉の開始に基づい

て信義則上生じる種々の義務（これについても詳細な規定を置くことが提案されてい

る）を両当事者に発生させるものであるが、まだ予約にすら至っていない段階である。
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他方、売買等の契約の予約については、現行民法にも規定があり（556条。一方予約）、

予約完結の意思表示があれば、当事者間で予め定められた内容で契約が成立する。その

場合、当事者双方が予約完結権をもつときは（双方予約）、そのいずれかが予約完結権

を行使すれば、契約が成立する。もっとも、当事者が、予約完結の意思表示により、当

事者間には契約を成立させる債務が発生する旨の合意をあえてするときは、そうした方

法も有効と解されよう（片務予約、双務予約）。

２．危険負担と契約解除をめぐって

検討委員会方針は、契約解除の要件として、ウィーン売買条約などと同様に、契約当

事者の一方に契約の「重大な不履行」があるときは、その者の故意・過失、その他の帰

責事由の有無にかかわらず、相手方は契約を解除できるものとすることを提案する。契

約の「重大な不履行」とは、契約当事者の一方が債務の履行をしなかったことにより、

相手方が契約に対する正当な期待を失った場合をいう。その結果、例えば、債務者の帰

責事由によらずに目的物が滅失・損傷し、債権者への給付が不可能になった場合でも、

それが契約の重大な不履行に当たると認められるときは、債権者は契約を解除し、かつ

解除によって（相手方の履行請求権も消滅することから）自らの債務も消滅する、とさ

れる。

もっとも、売買契約の目的物が滅失・損傷した場合において、売主に「契約の趣旨に

照らして」履行が「合理的に期待できない」とき（前述Ⅰ．３（４）ａ）参照）、買主

が契約を解除して代金支払義務を免れるかどうかについては、当事者間に別段の定めが

ないかぎり、以下の特別ルールの適用が提案されている。すなわち、――

①売主が目的物を買主に引き渡す前に目的物が滅失・損傷したときは、買主は契約を

解除して代金支払義務を免れる。

②売主が目的物を買主に引き渡した後に目的物が滅失・損傷したときは、買主は契約

を解除することができない（代金支払義務も免れない）。

③売買の目的物が不動産である場合は、目的物が引渡前に滅失・損傷したときでも、

買主に移転登記がされていれば、買主は契約を解除することができない。

④②・③にかかわらず、目的物の滅失・損傷が目的物の瑕疵によって生じた場合は、

買主は契約を解除することができる（代金支払義務も免れる）。

こうしてみると、危険負担制度の廃止という一見ラディカルな提案（前述１３（４）

（ｇ））にもかかわらず、これら①～④の規定は、実質的に売主・買主間のリスク分配

（危険負担）ルール（リスクの移転時期を含む）に当たるとみることができよう。

また、同一当事者間で結ばれた複数の契約の間に密接な関連性があり、1つの契約に

解除原因があることにより、複数の契約目的が全体として達成できなくなったときは、

複数の契約全部を解除することも可能であるとすべきとの提案もある。

解除の要件が満たされ、解除権が行使されると、①各当事者は契約の履行請求ができ

なくなり、②すでに履行した当事者は相手方に原状回復を請求することができる。検討

委員会方針によれば、解除権の行使期間にも、債権時効の一般原則が適用され、契約の
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重大な不履行に当たる事実が発生した時点から10年、または解除権者が重大な契約の不

履行に当たる事実の発生を知った時から3年（または4年ないし5年）の経過により、時

効が完成することが提案されている。

３．損害賠償請求をめぐって

検討委員会方針でも、契約を解除した場合に損害賠償請求が認められることは、現行

民法と同様、否定されない（前述Ⅰ．３（４）ａ）参照）。

それに加えて、代償請求権（前述Ⅰ．３（４）ａ）参照）を行使できる可能性もある。

これは、債権者が債務者に履行を期待できない場合でも、それを生じさせたのと同一の

原因によって債務者が履行の目的物に代わる利益や権利（代償）を得たときは、債権者

は目的物の価格の範囲内でその移転を請求することを認めるものである。

４．瑕疵担保責任をめぐって

検討委員会方針は、売買目的物に隠れた瑕疵があった場合、買主に以下の救済手段を

認めている。すなわち、――

①瑕疵のない物の履行請求（代物請求、修補請求等による追完請求〔完全履行請求〕）

②代金減額請求

③契約の解除

④損害賠償請求

これは、従来の瑕疵担保責任（民法570条）の効果と債務不履行責任の効果（民法414

条～416条、541条～543条）を融合したものと解される。それが両者をどのような形で

融合させているかについて、留意すべき点がある。

まず、隠れた「瑕疵」の定義として、当該契約において当事者がどのような品質・性

能のものを予定していたかを基準とする、主観的瑕疵概念が採用されている。

つぎに、隠れた瑕疵の存否は、売主から買主に「危険が移転する時期」（前述２①～

④）を基準時として判断される。

①のうち、代物請求は、契約および目的物の性質に反する場合は、認められない。

①のうち、修補請求は、修補に過分の費用を要する場合は、認められない。

①のうち、代物請求と修補請求の双方が可能なときは、ひとまず買主に選択権がある。

しかし、買主の修補請求に対し、売主は代物給付をすれば、修補を免れる。反対に、

買主の代物請求に対し、売主は、瑕疵が軽微であり、修補が容易であり、かつ修補が相

当期間内に可能である場合は、当該期間内に修補を行えば、代物給付を免れる。

②の代金減額請求は、売主に履行や損害賠償の免責事由がある場合や、買主が①の請

求権を行使できない場合にも、認められる。ただし、①の救済手段が認められる場合は、

買主がその履行を催告しても売主が応じない場合に限る。買主が②の代金減額請求をし

たときは、③の契約解除は認められない。また、②を行使したときは、その権利と相容

れない範囲で、④の損害賠償請求は認められない。

③の契約解除は、売主による瑕疵ある物の給付、または買主が催告しても売主が瑕疵

のない物を給付しないことが、当該契約の「重大な不履行」に当たることを要件とする。
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④の損害賠償請求は、売主が免責事由（前述Ⅰ．３（４）ａ）参照）の存在を証明し

た場合は認められない。また、①の救済手段が可能な場合は、買主が相当期間を定めて

①の履行を請求し、その期間が経過したときに、④の損害賠償請求をすることができる

（ただし、売主は、買主による①の履行請求時から損害賠償債務について遅滞に陥る）。

こうして、検討委員会方針は、従来の瑕疵担保責任を取り込んだ、新たな債務不履行

責任の体系を構築しようとする方向性を示している。

５．債権時効をめぐって

従来、瑕疵担保責任と債務不履行責任を区別する理由の1つであった権利行使期間に

ついては、検討委員会方針は、現行民法570条・566条3項の特則を廃止し、すべて債権

時効の一般原則（客観的な権利行使可能時から10年、またはその期間経過前でも、債権

者が権利の発生原因および債務者を知った時または債権を行使することができる時か

ら3年〔または4年ないし5年〕）に委ねるべきものと提案している。

Ⅲ 想定事例を通じた検証

【想定事例】

クリーニング店を営んでいたＡは、廃業して転居するため、その敷地と建物を5000

万円で売却する旨の広告を出していた。その頃、彫刻家のＢはアトリエが手狭になって

きたことから、現在よりも広いアトリエ兼自宅を取得することを計画していた。ＢはＡ

の広告を見て何度か現地を見に行き、調べたところ、Ｂの希望する立地であり、建物も

良好な状態であったことから、10月1日、Ａに対してこの敷地と建物を購入したい旨の

申入れをした。10月5日、ＡＢは売買について交渉したが、値段について5000万円と主

張するＡと4500万円と主張するＢとで折合いがつかず、10月7日に再度話し合うことに

なった。その結果、売買代金は4800万円とし、10月15日までに800万円、10月30日ま

でに4000万円を、Ａの取引先であるＰ銀行のＡの口座に振り込むものとされた。契約

書は10月15日に作成することとし、その時までにＡＢともに印鑑証明書、その他所有

権移転登記手続に必要な書類を準備することとされた。

10月15日、ＢはＡから、書類準備にもう少し時間がかかるため、契約書および所有

権移転登記に必要な書類の作成および移転登記手続を1週間待ってほしいと告げられた。

Ｂはこれを承諾したが、建物の増築等について業者に見積りをさせるため、建物の鍵の

交付を求め、ＡはＢに鍵を渡した。Ｂは同日約定どおり800万円をＡの口座に振り込み、

翌日から建築業者Ｑに依頼して増築工事の見積りを始めた。

実のところＡは、10月10日、倉庫業を営むＣからこの建物と敷地を5500万円で購入

したい旨の申出を受けており、10月20日、Ａは結局Ｃに売却することにし、10月25日

にはＣに所有権移転登記手続をした。

ところが、10月30日、当該建物の隣にあったＤの工場で原因不明のガス爆発が起こ

り、それに起因する火災の類焼により、当該建物も全焼した。なお、ＢがＱに依頼した

増築見積もりの際に、増築予定箇所の地表面に油分が浮いていることが発見され、10
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月20日、ＢがＱを介して専門業者Ｒに依頼して調査した結果、当該敷地には土壌汚染対

策法および関連法令による基準値をはるかに超える濃度の鉛、シアン等の汚染の存在が

発覚し、その対策費用には1000万円かかることが判明した。ＢはＲに調査費用として、

30万円を支払った。

１．ＢのＡに対する請求

（１）契約の解除・損害賠償請求等

以下では、検討委員会方針が提案するルールを【想定事例】に適用した場合の問題解

決の方法を確認する。

当該土地・建物の移転登記はＡからＣに移転してしまっており、ＢはＣが背信的悪意

者に当たることを主張・立証できないかぎり、たとえすでにＡからそれらの所有権を取

得していたと主張したとしても、それに基づいてＣに対して移転登記請求することはで

きない。【想定事例】における事情だけでは、Ｃが背信的悪意者に当たるとの主張・立

証は、困難であろう。

そこで、ＡからＣへの所有権移転登記により、ＡＢ間の売買契約は履行不能となり、

これは「重大な契約違反」に当たることを理由に、Ｂは契約解除を主張して代金の一部

とその利息の返還、および損害賠償請求をすることが考えられる（前述Ⅱ２、３参照）。

あるいは、それに代えて、ＡがＢへの債務不履行（履行不能）を生じさせたのと同一の

原因により取得したＣから取得した代金から、目的物の価額に相当する代償請求をする

ことも、可能性としては考えられる（前述Ⅱ３、Ⅰ３（４）ａ）参照）。

（２）契約の成否

これに対し、Ａは、そもそもＡＢ間にはまだ当該土地・建物の売買契約は成立してい

ないと反論することが考えられる。なぜなら、ＡＢ間では、10月15日に売買契約書を

作成した時に契約を成立させる意思（したがって、それまでは契約は成立しないとの合

意）があったと解する余地もあるからである（前述Ⅱ１参照）。これは、ＡＢ間の合意

の解釈の問題であるが、不動産売買では、たとえ目的物・代金額・代金支払方法等がす

でに合意されていても、契約書の作成日にはじめて売買契約が成立する旨の合意が認め

られる場合も少なくないことに注意する必要がある（★東京高判昭和50年6月30日判時

790号63頁参照）。その場合、ＢはＡに対し、すでに支払った代金の一部である800万円

につき、不当利得を理由に返還請求するとともに、Ａが契約交渉上の信義誠実の原則に

反し、契約の締結を拒絶したものとして、Ｂが契約の成立を信頼したことによって被っ

た損害の賠償を請求する余地もある（前述Ⅱ１参照）。

２．ＣのＡに対する請求

（１）契約解除・損害賠償請求等

他方、Ｃは建物の滅失を理由に、Ａに対し、契約解除や損害賠償を請求できるであろ

うか。ＡはＣに対しては、約定どおりに土地・建物の所有権移転登記をしており、提案

された売主・買主間の危険負担ルール（前述Ⅱ２③参照）によれば、Ｃは売買目的物で
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ある建物の引渡前にそれが滅失した場合でも、すでに不動産の移転登記を受けているこ

とから、契約解除をすることはできない。したがって、当該建物の滅失のみを理由とし

ては、当初の約定どおりに土地・建物合わせて5500万円の代金全額を支払う義務を免

れない。

（２）土壌汚染を理由とする瑕疵担保責任等の追及

もっとも、Ｃは、当該土地に売買契約時に知らなかった土壌汚染が存在することを理

由に、Ａに対し、隠れた瑕疵を理由とする救済手段（前述Ⅱ４参照）を主張することが

考えられる。

このうち、契約解除は、当該土壌汚染の存在が、ＡＣにとって「重大な契約違反」に

当たるか、すなわち、当該土壌汚染の存在によってＣが「契約に対する正当な期待」を

失ったと認められるか否かによって判断される。ここでは、Ｃの契約目的が、Ｂのよう

に住居やアトリエではなく、倉庫である点が看過できない。仮に、倉庫営業であれば、

この程度の汚染があっても浄化措置をとれば通常は目的達成が可能であると判断され

れば、契約解除は認められないであろう。

ＣはＡに対し、当該土地に土壌汚染が存在したことによる減価分につき、代金減額請

求をすることができる（ＣがＡに対して代金の全部または一部を支払っていなければ、

相殺することも考えられる）

これに加え、Ｃは、当該土地の所有者として、Ｂが当該土地について支出した調査費

用（30万円）の償還請求は免れないから（民法196条）、それを支払った分の損害賠償

をＡに請求しうる。また、追加調査が必要であれば、その費用分についても賠償請求で

きるであろう。さらに、倉庫営業のために必要な土地の浄化が必要であると判断されれ

ば、そのための浄化費用を損害賠償として請求することができる。

これを越えて、Ｃが得べかりし利益（逸失利益）を請求できるかどうかは、売買契約

時にＡＣが土壌汚染の存在により、Ｃにそうした不利益が生じるであろうことを予見し、

または予見できたかどうかによる（前述Ⅰ３（４）ａ）参照）。

ただし、Ｃが土地の「受領」時にまたは「受領」後に土壌汚染について知ったときは、

Ｃは「契約の性質に従い合理的な期間内」にその瑕疵の存在をＡに通知する義務を負う。

もしもＣがこの通知義務の履行を怠ったときは、瑕疵を理由とする救済手段を行使する

ことができないとされる。もっとも、その通知をしなかったことがＣにとってやむを得

ない事由に基づくときは、この限りでない。また、Ａが瑕疵について悪意だったときも、

Ｃは通知義務を負わず、それゆえに、救済手段も失わない。

しかしなお、その場合でも、ＣのＡに対する請求が、土壌汚染の存在を知り、または

瑕疵担保責任の追及が可能になってから3年（または4年ないし5年）を経過したときは、

Ｃの請求に対し、Ａは時効完成を理由に、それを拒むことも考えられる（前述Ⅱ５、Ⅰ

３（３）ｃ）参照）。さらに、Ｃが【想定事例】のように事業者であったとすれば、Ｃ

は当該土地を「受領」してから「相当な期間内」に瑕疵の有無について検査し、瑕疵を

発見し、または「発見すべきであった時」から遅滞なくＡに通知する義務を負う。Ｃが
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この通知を怠ったときは、瑕疵を理由とする救済手段を行使することができない（ただ

し、Ｃがやむを得ない事由で通知できなかったときは、救済手段を失わない。また、Ａ

が土壌汚染の存在について悪意であったときも、Ｃは通知義務を負わず、したがって、

救済手段も失わない。なお、現行商法526条参照）。

（３）その他の救済手段

ＣはＡが土壌汚染の存在について知りながら、あえてそれを告げずに、あるいはそれ

が存在しないとして、当該土地を売却したことを主張・立証できれば、Ａの詐欺または

不実表示（前述Ⅰ．３（３）ａ）参照）を理由とする契約の取消しを主張することも考

えられる。

Ⅳ 民法改正に関する国際的動向

グローバル化への対応を主要な背景とする民法典の改正は、ヨーロッパの先進国のみ

ならず、市場化を目指すロシア、その他の旧ソビエト連邦構成国、東欧諸国、アジア（中

国、ベトナム、カンボディア、ネパール等）でも急速に進んでいる。しかし、そうした

グローバル化への対応方法は、国によって様々であることにも留意する必要がある。

例えば、ドイツ民法における債務法改正（2001年）は、通信取引、消費者製品売買

等に関するEC指令を国内法化する義務を履行する方法として、民法典に取り込む形で

対応した結果、消費者概念の導入、瑕疵のない物を給付すべき債務の承認、原始的不能

もただちに契約を無効としないことの承認、損害賠償請求の要件としての過失責任主義

の後退、解除の要件としての相手方の帰責事由の不要化等、債務不履行法の全面的な見

直しまでが必要になった。これに対し、フランスでは、民法典本体への取り込みではな

く、独自に消費者法典を制定してひとまず対応する一方、その後、民法（債務法）改正

に向けて準備を始めた。他方で、ヨーロッパ諸国では、ドイツ、フランスのほか、イタ

リア、オランダ、オーストリア、スイス、スペイン等も含め、ヨーロッパ共通の契約法

ないし民法の形成に向けた様々な動きがあるが、なお流動的であり、それらがただちに

世界標準の共通スタンダードとなるかは、依然として不透明な状況にある。

日本の対応方法は、現在のところ、検討委員会方針をみるかぎり、ドイツの方法に近

いように見受けられるが、当時のドイツのように消費者法の国内法化という期限付き義

務が課されているわけではない。その意味では、そうした外部環境の変化への対応より

も、現行民法が日本の国内社会の現実とどの程度乖離しているかに注意を集中する方法

もある。他方で、ヨーロッパ主導のグローバル・スタンダードが確立する前に、共通法

ないし統一法の1つのモデルを、アジアから発信することに「世界史的な意義」があり、

「日本の国際的プレゼンスのかかった国家戦略の問題」であるとの見方もある（内田・

後掲参考文献参照）。

ちなみに、こうしたいわゆる先進国における法統一の試みの一方で、市場化を推進し

ようとする発展途上国、旧社会主義からの体制移行国および社会主義国でも、民法の制

定・改正が活発に行われている。例えば、アジア諸国でも、中国、ベトナム、ネパール
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などは、むしろ自国で歴史的に形成されてきた法概念やルールを尊重しつつ、取引社会

の実情、外部環境の変化、国民生活の変容、国際標準の流入圧力などを踏まえた新たな

ルールとの調整に苦慮し、時間をかけて紆余曲折を経ながら、民法典の構成上も条文の

内容上も、特色ある独自性が見出される。

いずれにせよ、各国に固有の歴史と現状に照らして最も適切な立法を実現すること、

その過程で得られた情報を交換して協力することが、自国にとっても、他国にとっても、

真の意味の共通利益となるに違いない。

Ⅴ 参考文献（編著名の五十音順）

内田貴『債権法の新時代――「債権法改正の基本方針」の概要――』（商事法務・2009）

大阪弁護士会『実務家からみた民法改正――「債権法改正の基本方針」に対する意見

書』（商事法務・2009）

佐瀬正俊＝良永和隆＝角田伸一編『民法（債権法）改正の要点――改正提案のポイン

トと実務家の視点』（ぎょうせい・2010）

第一法規株式会社・編集部『現行条文からみる民法改正提案完全比較』（第一法規・

2010）

椿寿夫＝新美育文＝平野裕之＝河野玄逸編『民法改正を考える』（日本評論社・2008）

円谷峻編著『社会の変容と民法典』（成文堂・2010）

法制審議会民法（債権関係）部会 議事録，配布資料等 法務省ホームページ

（http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_saiken.html）

松尾弘「民法改正のゆくえ――その基礎的知識と論点――」（第1回）～（第16回）

税理53巻5号（2010）～54巻7号（2011）（連載中）

民法（債権法）改正検討委員会『債権法改正の基本方針』（商事法務・2009）

民法（債権法）改正検討委員会編『詳解・債権法改正の基本方針Ⅰ～Ⅳ』（商事法務・

2009～2010）

民法改正研究会『日本民法典財産法改正 国民・法曹・学界有志案』（日本評論社・

2009）

民法改正研究会（代表・加藤雅信）『民法改正と世界の民法典』（信山社・2009）
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参考資料２ 法制審議会民法（債権関係）部会における検討概要4

表 法制審議会民法（債権関係）部会における検討過程

会議名 開催日 議事概要

第１回 平成21年11月24日 １ 部会長の選出等について

鎌田薫委員が部会長に互選され，法制審議会会長により部会長に指名さ

れた。部会長により，野村豊弘委員及び能見善久委員が，順次，部会長代

行に指名された。

２ 民法（債権関係）の改正の必要性等について

事務当局から，諮問に至る経緯とその内容等について説明が行われた

後，フリーディスカッションにより，民法（債権関係）の改正の必要性等

について意見交換が行われた。

３ 審議スケジュール等について

事務当局から，１年半程度の調査審議を経て中間的な論点整理を行うこ

とを目標に，今後の検討を進めることが提案された後，審議スケジュール

等について意見交換が行われた。

第２回 平成21年12月22日 １ 改正の必要性等について

第１回会議に引き続き，民法（債権関係）の改正の必要性等について意

見交換が行われた。

２ 今後の審議の進め方について

配布資料４に基づき，「検討対象とすべき規定の範囲」，「中間的な論点

整理に向けた検討の順序」，「特別法との関係」及び「判例法理等を踏まえ

た規定の明確化」について，順次，意見交換が行われた。

事務当局から，１年半程度の調査審議を経て中間的な論点整理を行い，

平成２３年４月を目途として，パブリック・コメントの手続を実施するこ

とが提案され，承認された。

配布資料４添付の別紙１及び２の審議スケジュール案が承認された。

第３回 平成22年1月26日 配布資料５－１に基づき，民法（債権関係）の改正に関する検討事項につ

いて，審議がされた（具体的な検討事項は以下のとおり）。

１ 履行の請求

総論，履行の請求（強制），追完請求権，履行請求権の限界

２ 債務不履行による損害賠償

総論，「債務の本旨に従った履行をしないとき」の具体化・明確化，「債

務者の責めに帰すべき事由」について，損害賠償の範囲，過失相殺，損益

相殺，金銭債務の特則

第４回 平成22年2月23日 部会資料５－１（第３回会議で配布）に基づき，民法（債権関係）の改正

に関する検討事項について，審議がされた（具体的な検討事項は以下のと

おり）。

１ 契約の解除

総論，債務不履行解除の不履行態様等に関する要件の整序，「債務者の

責めに帰することができない事由」の要否，債務不履行解除の効果，解除

権者の行為等による解除権の消滅，複数契約の解除

２ 危険負担

総論，債権者主義の適用範囲の限定，債務不履行解除と危険負担との関

係

３ 受領遅滞

総論，効果の具体化・明確化，損害賠償請求及び解除の可否

４ その他の新規規定

追完権，第三者の行為によって債務不履行が生じた場合における債務者

の責任，代償請求権

第５回 平成22年3月9日 配布資料７－１に基づき，民法（債権関係）の改正に関する検討事項につ

いて，審議がされた（具体的な検討事項は以下のとおり）。

１ 債権者代位権

4 2011年5月23日現在の公開資料を基に作成
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会議名 開催日 議事概要

総論，本来型の債権者代位権の在り方，本来型の債権者代位権の制度設

計，転用型の債権者代位権の在り方，要件・効果等に関する規定の明確化

等，第三債務者の地位，債権者代位訴訟，裁判上の代位

２ 詐害行為取消権

総論，詐害行為取消権の法的性質，要件に関する規定の見直し

※詐害行為取消権に関する検討事項の一部（効果に関する規定の見直し

等）は，第６回会議（平成２２年３月２３日開催予定）において審議する

こととされた。

第６回 平成22年3月23日 部会資料７－１（第５回会議で配布）及び部会資料８－１に基づき，民法

（債権関係）の改正に関する検討事項について，審議がされた（具体的な

検討事項は以下のとおり）。

部会資料７－１関係

２ 詐害行為取消権

効果に関する規定の見直し，詐害行為取消権の行使期間

部会資料８－１関係

１ 多数当事者の債権及び債務（保証債務を除く。）

総論，債務者が複数の場合，債権者が複数の場合

２ 保証債務

総論，保証債務の成立，保証債務の付従性，保証人の抗弁等，保証人の

求償権，共同保証，連帯保証，根保証

第７回 平成22年4月13日 部会資料９－１に基づき，民法（債権関係）の改正に関する検討事項につ

いて，審議がされた（具体的な検討事項は以下のとおり）。

１ 債権譲渡

総論，譲渡禁止特約，債権譲渡の対抗要件，抗弁の切断，将来債権譲渡

２ 証券的債権に関する規定

証券的債権に関する規定の要否，有価証券に関する規定の要否，有価証

券に関する通則的な規定の内容，免責証券に関する規定の要否

※部会資料９－１記載の検討事項のうち，「第３ 債務引受」及び「第４

契約上の地位の移転（譲渡）」は，後日審議することとされた。

第８回 平成22年4月27日 部会資料１０－１に基づき，民法（債権関係）の改正に関する検討事項に

ついて，審議がされた（具体的な検討事項は以下のとおり）。

１ 弁済

総論，弁済の効果，第三者による弁済，弁済として引き渡した物の取戻

し，債権者以外の第三者に対する弁済，代物弁済，弁済の内容に関する規

定，弁済の充当，弁済の提供，弁済の目的物の供託（弁済供託），弁済に

よる代位

２ 相殺

総論，相殺の要件，相殺の方法及び効力，不法行為債権を受働債権とす

る相殺，支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止，相殺権

の濫用

３ 更改

総論，更改の要件の明確化，更改による当事者の交替の要否，旧債務が

消滅しない場合の規定の明確化

※部会資料１０－１記載の検討事項のうち，「第４ 免除及び混同」及び

「第５ 決済手法の高度化・複雑化への民法上の対応の要否（多数当事者

間の決済に関する問題について）」は，後日審議することとされた。

第９回 平成22年5月18日 部会資料１１－１に基づき，民法（債権関係）の改正に関する検討事項に

ついて，審議がされた（具体的な検討事項は以下のとおり）。

１ 契約に関する基本原則等

総論，契約自由の原則，契約の成立に関する一般的規定，原始的に不能

な契約の効力，債権債務関係における信義則の具体化

２ 契約交渉段階

総論，契約交渉の不当破棄，契約締結過程における説明義務・情報提供

義務，契約交渉等に関与させた第三者の行為による交渉当事者の責任

３ 申込みと承諾

総論，申込み及び承諾の概念，承諾期間の定めのある申込み，隔地者に
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会議名 開催日 議事概要

対する承諾期間の定めのない申込み，対話者間における申込み，申込者の

死亡又は行為能力の喪失，隔地者間の契約の成立時期，申込みに変更を加

えた承諾

４ 懸賞広告

総論，懸賞広告を知らずに指定行為が行われた場合，懸賞広告の効力・

撤回，懸賞広告の報酬を受ける権利

※部会資料１１－１記載の検討事項のうち，「第５ 約款（定義及び要件）」

は，後日審議することとされた。

第１０回 平成22年6月8日 部会資料１２－１に基づき，民法（債権関係）の改正に関する検討事項に

ついて，審議がされた（具体的な検討事項は以下のとおり）。

１ 法律行為に関する通則

総論，法律行為の効力，法令の規定と異なる意思表示，任意規定と異な

る慣習がある場合

２ 意思能力

要件（意思能力の要件），効果

３ 意思表示

総論，心裡留保，虚偽表示，錯誤，詐欺又は強迫，意思表示に関する規

定の拡充，意思表示の到達及び受領能力

第１１回 平成22年6月29日 部会資料１１－１（第９回会議で配布）及び部会資料１３－１に基づき，

民法（債権関係）の改正に関する検討事項について，審議がされた（具体

的な検討事項は以下のとおり）。

部会資料１１－１関係

１ 約款（定義及び要件）

総論，約款の定義，約款を契約内容とするための要件（約款の組入れ要

件）

部会資料１３－１関係

１ 不当条項規制

総論（不当条項規制の要否等），不当条項規制の対象，不当条項に関す

る一般規定の内容，不当条項に該当する条項のリスト

２ 無効及び取消し

総論，一部無効，無効な法律行為の効果，取消権者，取消しの効果，取

り消すことができる行為の追認，取消権の行使期間

※部会資料１３－１記載の検討事項のうち，「第３ 代理」及び「第４ 条

件及び期限」は，後日審議することとされた。

第１２回 平成22年7月20日 部会資料１３－１（第１１回会議で配布）及び部会資料１４－１に基づき，

民法（債権関係）の改正に関する検討事項について，審議がされた（具体

的な検討事項は以下のとおり）。

部会資料１３－１関係

１ 条件及び期限

総論，停止条件及び解除条件の意義，条件の成否が未確定の間における

法律関係，期限の意義，期限の利益

２ 代理

総論，有権代理

部会資料１４－１関係

１ 期間の計算

総論（民法に規定することの当否等），過去にさかのぼる方向での期間

の計算方法

２ 消滅時効

総論，時効期間と起算点，時効障害事由，時効の効果，形成権の期間制

限，その他

※部会資料１３－１記載の検討事項のうち，「第３ 代理」の「３ 表見

代理」，「４ 無権代理」及び「５ 授権」は，後日審議することとされた。

第１３回 平成22年7月27日 部会資料１３－１（第１１回会議で配布），部会資料９－１（第７回会議

で配布）及び部会資料１０－１（第８回会議で配布）に基づき，民法（債

権関係）の改正に関する検討事項について，審議がされた（具体的な検討

事項は以下のとおり）。
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部会資料１３－１関係

１ 表見代理

代理権授与の表示による表見代理，権限外の行為の表見代理，代理権消

滅後の表見代理

２ 無権代理

無権代理人の責任，無権代理と相続

３ 授権

部会資料９－１関係

１ 債務引受

総論（債務引受に関する規定の要否），併存的債務引受，免責的債務引

受

２ 契約上の地位の移転（譲渡）

総論（契約上の地位の移転（譲渡）に関する規定の要否），契約上の地

位の移転の要件，契約上の地位の移転の効果等，対抗要件制度

部会資料１０－１関係

１ 免除及び混同

総論，免除の規定の見直し

２ 決済手段の高度化・複雑化への民法上の対応の要否（多数当事者間の

決済に関する問題について）

第１４回 平成22年9月7日 配布資料１５－１に基づき，民法（債権関係）の改正に関する検討事項に

ついて，審議がされた（具体的な検討事項は以下のとおり）。

１ 売買－総則

総論，売買の一方の予約（民法第５５６条），手付（民法第５５７条）

２ 売買－売買の効力（担保責任）

総論，物の瑕疵に関する担保責任（民法第５７０条），権利の瑕疵に関

する担保責任（民法第５６０条から第５６７条まで），強制競売における

担保責任（民法第５６８条，第５７０条ただし書），売主の担保責任と同

時履行（民法第５７１条），数量超過の場合の売主の権利

３ 売買－売買の効力（担保責任以外）

総論，売主及び買主の基本的義務の明文化，代金の支払及び支払の拒絶，

果実の帰属及び代金の利息の支払（民法第５７５条），その他の新規規定

４ 売買－買戻し，特殊の売買

総論，買戻し（民法第５７９条から第５８５条まで），契約締結に先立

って目的物を試用することができる売買

５ 交換

※部会資料１５－１記載の検討事項のうち，「第６ 贈与」は，後日審議

することとされた。

第１５回 平成22年9月28日 部会資料１６－１に基づき，民法（債権関係）の改正に関する検討事項に

ついて，審議がされた（具体的な検討事項は以下のとおり）。

１ 消費貸借

総論，消費貸借の成立―要物性の見直し，利息に関する規律の明確化，

目的物に瑕疵があった場合の貸主の担保責任，消費貸借の終了，抗弁の接

続

２ 賃貸借

総論，総則関係（短期賃貸借，賃貸借の存続期間），賃貸借の効力（賃

貸借と第三者との関係，賃貸人の義務，賃借人の義務，賃借権の譲渡及び

転貸），賃貸借の終了（賃借物が滅失した場合等における賃貸借の終了，

賃貸借終了時の原状回復，損害賠償及び費用の償還の請求権についての期

間の制限）

※部会資料１６－１記載の検討事項のうち，「第３ 使用貸借」は，後日

審議することとされた。

第１６回 平成22年10月19日 部会資料１５－１（第１４回会議で配布），部会資料１６－１（第１５回

会議で配布）及び部会資料１７－１に基づき，民法（債権関係）の改正に

関する検討事項について，審議がされた（具体的な検討事項は以下のとお

り）。

部会資料１５－１関係



39

会議名 開催日 議事概要

１ 贈与

総論，成立要件の見直しの要否，書面によらない贈与の撤回における「書

面」要件の明確化，贈与者の担保責任，負担付贈与，死因贈与，その他の

新規規定

部会資料１６－１関係

１ 使用貸借

総論，使用貸借契約の成立，使用貸借の効力（貸主の担保責任），使用

貸借の終了

部会資料１７－１関係

１ 役務提供型の典型契約（雇用，請負，委任，寄託）総論

２ 請負

総論，請負の意義，注文者の義務，報酬に関する規律，瑕疵担保責任，

注文者が任意解除権を行使した場合の損害賠償の範囲

※部会資料１７－１記載の検討事項のうち，「第２，７ 下請負」から「第

６寄託」については，後日審議することとされた。

第１７回 平成22年10月26日 部会資料１７－１に基づき，民法（債権関係）の改正に関する検討事項に

ついて，審議がされた（具体的な検討事項は以下のとおり）。

１ 請負

下請負

２ 委任

総論，受任者の義務に関する規定，委任者の義務に関する規定，報酬に

関する規定，委任の終了に関する規定，準委任（民法第６５２条），特殊

の委任

３ 準委任に代わる役務提供型契約の受皿規定

総論（新たな受皿規定の要否等），役務提供者の義務に関する規律，役

務受領者の義務に関する規律，報酬に関する規律，任意解除権に関する規

律，役務受領者について破産手続が開始した場合の規律，その他の規定の

要否

４ 雇用

総論（雇用に関する規定の在り方），報酬に関する規律，民法第６２６

条の規定の要否（民法第６２６条），有期雇用契約における黙示の更新（民

法第６２９条）

５ 役務提供型契約に関する規定の編成方式

※部会資料１７－１記載の検討事項のうち，「第６ 寄託」については，

後日審議することとされた。

第１８回 平成22年11月9日 部会資料１７－１（第１６回会議で配布），部会資料１８－１に基づき，

民法（債権関係）の改正に関する検討事項について，審議がされた（具体

的な検討事項は以下のとおり）。

１ 寄託

総論，寄託の成立―要物性の見直し，受寄者の自己執行義務（民法第６

５８条），受寄者の保管義務（民法第６５９条），寄託物の返還の相手方，

寄託者の義務，寄託物の損傷又は一部滅失の場合における寄託者の通知義

務，寄託物の譲渡と間接占有の移転，消費寄託（民法第６６６条），特殊

の寄託―混合寄託（混蔵寄託），特殊の寄託―流動性預金口座

２ 組合

総論，組合契約の成立，組合の財産関係，組合の業務執行及び組合代理，

組合員の変動，組合の解散及び清算，内的組合

３ 終身定期金

総論（終身定期金契約に関する規定の在り方），有償の終身定期金契約

を中心に規定を再編成する場合，終身定期金としての不確定量の弁済の規

定を設ける場合，射倖契約の規定を設ける場合

４ 和解

総論，和解の意義（民法第６９５条），和解の効力（民法第６９６条）

５ 新種の契約

総論，ファイナンス・リース

第１９回 平成22年11月30日 部会資料１９－１に基づき，民法（債権関係）の改正に関する検討事項に
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ついて，審議がされた（具体的な検討事項は以下のとおり）。

１ 債権の目的

総論，債権の目的（民法第３９９条），特定物の引渡しの場合の注意義

務（民法第４００条），種類債権の目的物の品質（民法第４０１条第１項），

種類債権の目的物の特定（民法第４０１条第２項），法定利率（民法第４

０４条），選択債権（民法第４０６条から第４１１条まで）

２ 事情変更の原則

事情変更の原則の明文化の要否，要件論，効果論

３ 不安の抗弁権

不安の抗弁権の明文化の要否，要件論，効果論

４ 賠償額の予定

５ 契約の解釈

総論（契約の解釈に関する原則を明文化することの要否等），契約の解

釈に関する基本原則，個別的な解釈指針

６ 第三者のためにする契約

総論，第三者のためにする契約の類型化（民法第５３７条第１項），受

益者の現存性・特定性，要約者の地位

※部会資料１９－１記載の検討事項のうち，「第７ 継続的契約」，「第８

法定債権に関する規定に与える影響」については，後日審議することとさ

れた。

第２０回 平成22年12月14日 部会資料１９－１（第１９回会議で配布），部会資料２０－１に基づき，

民法（債権関係）の改正に関する検討事項について，審議がされた（具体

的な検討事項は以下のとおり）。

１ 継続的契約

総論（規定を設けることの要否，定義等），各論，その他

２ 法定債権に関する規定に与える影響

３ 消費者・事業者に関する規定

総論（消費者・事業者に関する規定の可否等），消費者契約の特則，事

業者に関する特則

４ 規定の配置

５ その他

第２１回 平成23年1月11日 部会資料２１に基づき，民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点整

理のたたき台について，審議がされた（具体的な検討事項は以下のとお

り）。

１ 履行の請求

２ 債務不履行による損害賠償

３ 契約の解除

４ 危険負担

５ 受領遅滞

６ その他の新規規定

７ 債権者代位権

８ 詐害行為取消権

９ 多数当事者の債権及び債務（保証債務を除く。）

１０ 保証債務

第２２回 平成23年1月25日 部会資料２２に基づき，民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点整

理のたたき台について，審議がされた（具体的な検討事項は以下のとお

り）。

１１ 債権譲渡

１２ 証券的債権に関する規定

１３ 債務引受

１４ 契約上の地位の移転（譲渡）

１５ 弁済

１６ 相殺

１７ 更改

１８ 免除及び混同

１９ 決済手法の高度化・複雑化への民法上の対応の要否（多数当事者間
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の決済に関する問題について）

２０ 契約に関する基本原則等

２１ 契約交渉段階

２２ 申込みと承諾

２３ 懸賞広告

２４ 約款（定義及び組入要件）

２５ 法律行為に関する通則

２６ 意思能力

２７ 意思表示

※部会資料２２記載の検討事項のうち，「第２８ 不当条項規制」につい

ては，後日審議することとされた。

第２３回 平成23年2月8日 部会資料２２（第２２回会議で配布）及び部会資料２３に基づき，民法（債

権関係）の改正に関する中間的な論点整理のたたき台について，審議がさ

れた（具体的な検討事項は以下のとおり）。

部会資料２２関係

２８ 不当条項規制

部会資料２３関係

２９ 無効及び取消し

３０ 代理

３１ 条件及び期限

３２ 期間の計算

３３ 消滅時効

３４ 契約各則－共通論点

３５ 売買－総則

３６ 売買－売買の効力（担保責任）

３７ 売買－売買の効力（担保責任以外）

３８ 売買－買戻し，特殊の売買

３９ 交換

４０ 贈与

４１ 消費貸借

４３ 使用貸借

※部会資料２３記載の検討事項のうち，「第４２ 賃貸借」については，

後日審議することとされた。

第２４回 平成23年2月22日 部会資料２３（第２３回会議で配布）及び部会資料２４に基づき，民法（債

権関係）の改正に関する中間的な論点整理のたたき台について，審議がさ

れた（具体的な検討事項は以下のとおり）。

部会資料２３関係

４２ 賃貸借

部会資料２４関係

４４ 役務提供型の典型契約（雇用，請負，委任，寄託）総論

４５ 請負

４６ 委任

４７ 準委任に代わる役務提供型契約の受皿規定

４８ 雇用

４９ 寄託

５０ 組合

５１ 終身定期金

５２ 和解

５３ 新種の契約

５４ 債権の目的

５５ 事情変更の原則

５６ 不安の抗弁権

５７ 賠償額の予定（民法第４２０条，第４２１条）

５８ 契約の解釈

５９ 第三者のためにする契約

６０ 継続的契約
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６１ 法定債権に関する規定に与える影響

６２ 消費者・事業者に関する規定

６３ 規定の配置

第２５回 平成23年3月8日 部会資料２５に基づき，民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点整

理のたたき台改訂版について，審議がされた（具体的な検討事項は以下の

とおり）。

１ 履行の請求

２ 債務不履行による損害賠償

３ 契約の解除

４ 危険負担

５ 受領遅滞

６ その他の新規規定

７ 債権者代位権

８ 詐害行為取消権

９ 多数当事者の債権及び債務（保証債務を除く。）

１０ 保証債務

１１ 債権譲渡

１２ 証券的債権に関する規定

１３ 債務引受

１４ 契約上の地位の移転（譲渡）

１５ 弁済

１６ 相殺

１７ 更改

１８ 免除及び混同

１９ 新たな債務消滅原因に関する法的概念（決済手法の高度化・複雑化

への民法上の対応）

２０ 契約に関する基本原則等

２１ 契約交渉段階

２２ 申込みと承諾

２３ 懸賞広告

２４ 約款（定義及び組入要件）

２５ 法律行為に関する通則

２６ 意思能力

２７ 意思表示

２８ 不当条項規制

第２６回 平成23年4月12日 ①部会資料２６に基づき，民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点

整理案について，審議がされた（具体的な検討事項は以下のとおり）。

１ 履行請求権等

２ 債務不履行による損害賠償

３ 契約の解除

４ 危険負担

５ 受領遅滞

６ その他の新規規定

７ 債権者代位権

８ 詐害行為取消権

９ 多数当事者の債権及び債務（保証債務を除く。）

１０ 保証債務

１１ 債権譲渡

１２ 証券的債権に関する規定

１３ 債務引受

１４ 契約上の地位の移転（譲渡）

１５ 弁済

１６ 相殺

１７ 更改

１８ 免除及び混同

１９ 新たな債務消滅原因に関する法的概念（決済手法の高度化・複雑化
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への民法上の対応）

２０ 契約に関する基本原則等

２１ 契約交渉段階

２２ 申込みと承諾

２３ 懸賞広告

２４ 約款（定義及び組入要件）

２５ 法律行為に関する通則

２６ 意思能力

２７ 意思表示

２８ 不当条項規制

２９ 無効及び取消し

３０ 代理

３１ 条件及び期限

３２ 期間の計算

３３ 消滅時効

３４ 契約各則－共通論点

３５ 売買－総則

３６ 売買－売買の効力（担保責任）

３７ 売買－売買の効力（担保責任以外）

３８ 売買－買戻し，特殊の売買

３９ 交換

４０ 贈与

４１ 消費貸借

４２ 賃貸借

４３ 使用貸借

４４ 役務提供型の典型契約（雇用，請負，委任，寄託）総論

４５ 請負

４６ 委任

４７ 準委任に代わる役務提供型契約の受皿規定

４８ 雇用

４９ 寄託

５０ 組合

５１ 終身定期金

５２ 和解

５３ 新種の契約

５４ 債権の目的

５５ 事情変更の原則

５６ 不安の抗弁権

５７ 賠償額の予定（民法第４２０条，第４２１条）

５８ 契約の解釈

５９ 第三者のためにする契約

６０ 継続的契約

６１ 法定債権に関する規定に与える影響

６２ 消費者・事業者に関する規定

６３ 規定の配置

②上記①の審議の結果に基づき，部会資料２６に修正を加えたものを「民

法（債権関係）の改正に関する中間的な論点整理」とすることが決定され

た。「民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点整理」は，今後，パ

ブリック・コメントの手続に付される予定である。

出典：法務省ホームページ「法制審議会 - 民法（債権関係）部会」各回「議事概要」を基に作成

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_saiken.html


